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議長（永田耕朗君）  

   おはようございます。ただいまの出席議員数は 14 人です。  

定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。  

   本日の日程は、お手元に配付のとおりです。  

   日程第１、一般質問を行います。  

   昨日に引き続き、一般質問を行います。  

   11 番今橋壽子君の発言を許します。  

11 番（今橋壽子君）  

   11 番今橋でございます。通告に基づきまして、質問をさしていた

だきます。  

まず１問目は、これからの牧野公園の整備等についての質問です

が、前段で私の所見を少し述べさせていただきます。  

まず、24 年度に取り組まれました牧野生誕 150 年記念事業は、

町全体の官民協働としてのプロジェクトとして、多くの方々がいろ

んな形で参加され、それぞれの立場で文教のまちとしての先人の生

き方を検証され、学ぶことが多くあったと考えられます。  

本来なら、牧野ふるさと館の落成に伴って、博士の誕生日の４月

24 日に落成祝賀会式典をすることが最良だったと考えられますが、

役場の組織内の連携が十分取れてなかったとのことで、とても残念

でした。  

仕切り直しをして、先日６月２日、牧野ふるさと館と浜口邸の落

成式典と祝賀会が大勢の方々の御参加のもとに催されました。式典

に当たり、牧野博士のひ孫さんに当たる牧野氏も、遠くから御参加

くださり、昨年のシンポジウムとまた違った形で、親しく交流をさ

してくださいました。  

世界に誇れる牧野博士は、全国にも坂本龍馬に並ぶ、全国に多く

のファンがいらっしゃいます。先だって、５月５日のこどもの日の

高知新聞の、小学６年生 1,111 人に質問されたことの報告が掲載さ

れておりました。歴史上の好きな人物として、男女ともに、１位は

坂本龍馬であり、佐川町では、牧野富太郎。土佐清水市では、中浜

万次郎の名前が多かったとのことです。  

５月 11 日、図書館の主催で「あなたも一日富太郎になろう」と

いうことで、牧野植物園の稲垣先生をお迎えして、子供たちを中心

にした催しがありました。私も御一緒さしてもらいましたが、その

ときの子供たちの目の輝きと、自然の中で学び取る身の動きに感動
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の連続でした。  

特に小学校４年生の男児が、いっときの間に 20 種類以上の植物

を採取していたのです。今の子供たちはゲームに夢中で、家の中で

遊ぶことが多く、一つの社会問題にもなっているのに、このように

熱心に植物に興味を持っていましたので、「どうして植物が好きな

の」と問いかけてみますと、「それぞれに特徴があるから」と即、

答えが返ってきました。  

そして、みんなが見過ごしてしまう、木の幹にくっついているコ

ケの種類も何種類も取って、仲間とおしゃべりをしながら真剣なま

なざしで見つめている姿は、次の牧野博士の誕生だと思うと同時に、

このような優しい子供たちの世界には、いじめはなく、こうした取

り組みこそ、文教のまちの人材育成の環境整備だと確信いたしまし

た。  

このような取り組みも含めて、牧野公園の整備や上町地区の活性

化は、牧野生誕 150 年を一過性のイベントで終わることなく、ステ

ップ・ジャンプとして取り組んでいく必要があります。  

ときに、牧野公園に対しては、10 年計画としての構想も進められ

ていると思われますが、具体的に、どのように練られているのでし

ょうか。  

また、牧野ふるさと館の活用目的、管理体制は、どのようになっ

ているのか、御答弁ください。  

副町長（西森勝仁君）  

   11 番、今橋議員さんから、牧野公園の整備についての御質問であ

ろうかと思います。  

   まず、牧野公園整備につきましては、昨年度までは厚生労働省が

実施します緊急雇用創出事業を、これを行ってきておりますが、こ

れは、牧野富太郎博士の生地にふさわしい公園を再生し、通年、観

光客が訪れてくれるような公園にするために、公園の草刈り、ある

いは雑木の間伐、あるいは、既にありますあづまやの再生、そして

散策路の整備、及び改修、植栽地の整備、草花の植栽、車道の砂利、

こういったものを撤去することを行ってきておりまして、本年度に

おきましては、高知県の観光振興推進にかかる補助金を活用いたし

まして、公園内の整備、あるいは旧浜口家の住宅、牧野富太郎ふる

さと館の景観整備、こうしたものを行います。  

   事業内容といたしましては、牧野富太郎博士ゆかりの植物の植栽、
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公園内の路肩の整備、また牧野公園全体図の看板の設置、公園入り

口への案内板の設置、公園内の誘導板の設置など、こうしたものを

つくることとしております。  

   また、昨年度は、牧野公園内の近自然散策道を整備したところで

ありますけれども、この整備に当たって設計を担当していただいた

のが、御承知のとおりの川の外科医と知られております福留先生で

ありますが、この福留先生からは、牧野公園再生マスタープランを

作成する中で、散策道をも位置づけるということで、牧野先生の植

物がさらに生きてくるのではないかと。また、地域住民主体のワー

クショップを開催することによって、それを取りまとめたら、マス

タープラン、こういったものをつくることが望ましいという意見も

いただいております。  

   そうした意見を真摯に受けとめ、先ほど説明をしました、そして

現在実施中の整備事業も踏まえまして、牧野公園の再生マスタープ

ランを、予算措置も行いながら、これから作成できればというふう

に思っております。  

   昨年の、10 月の 18 日付では高知新聞に 10 カ年計画が、町が策

定するというふうに載っておりましたけれども、執行機関としてそ

こまで決定している経過はありません。以上です。  

産業建設課長（渡辺公平君）  

   おはようございます。私のほうは、牧野ふるさと館につきまして

の御質問にお答えさしていただきます。  

   まず、牧野ふるさと館の設置目的でございますが、これは条例の

第２条のほうにございますように、地域における街並み、あるいは  

コミュニティの形成、牧野富太郎博士の顕彰、こういったもののた

めに資すると。また、地域の集会所機能を有するということで設置

されてございます。  

 施設の主管課は、私ども産業建設が行っておりまして、４月 15

日からは、指定管理者制度によりましてＮＰＯ法人佐川くろがねの

会に指定管理をお願いしておるところでございます。なお、先ほど

申しました設置目的にございます牧野富太郎博士顕彰に資すると

いう観点から、教育委員会サイドで１名雇用し、牧野富太郎博士関

連資料の展示運営に当たっておるところでございます。以上でござ

います。  

11 番（今橋壽子君）  
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   先ほどの御答弁では、高知新聞に出ていたように 10 カ年でする

というんじゃのうて、コンサルタント的な方に御相談しながら、マ

スタープランをこれから組み立てていくということですかね。  

副町長（西森勝仁君）  

   そのとおりです。  

11 番（今橋壽子君）  

   その具体的なことは、そしたらまだこれからということじゃけ、

住民のいろんな方が、いろんな形で、牧野公園に対する思いは寄せ

ていると思いますので、そういうことをワークショップ的なことで

積み上げて、これからということですね。  

それで、今かかわっている方々の人の御意見などを、少し参考の

ために言わさせていただきますが、まず、あそこにくろがね会の方

が、はや、もう先だっても 40 人ぐらい、ふるさと館の場合です、

の場合はツアーで御案内しても、玄関が狭いので、あくまでもあそ

こは民家であったものを改造したのであって、もうツアーが時間的

なコースで回っている中で、40 人が一緒に入れないということも含

めて、なかなか十分な御案内もできないまま、それもまた靴を脱い

で上履で上がることに、はや時間も要するので、かえって観光客に

御迷惑な形になっているので、あそこを今、土足で入れないかって

いう御相談もしておりますが。  

 それと、今、管理に対しては公民館的な役割もするというお話も

ございましたが、あそこは狭い、私も何度か、あそこに入ることに

よって、一つの会にも参加させていただきましたが、隣りで会をし

てても、お客さんに対して、大きい声が、壁一つですので聞こえて

くるし、いろんな面で、観光客のために御迷惑になるんじゃないか

なという、そういう不安もいたしました。  

   そういうようなところの細かいところの配慮はどういう形で、く

ろがね会に任すだけでは、とても、くろがねの会の方も初めてのこ

とで御迷惑をしてると思いますが、そういうことに対しては、どう

いう配慮をされていくつもりでしょうか。  

産業建設課長（渡辺公平君）  

   お答えいたします。おっしゃるとおり、４月 24 日にオープンし

まして、４月中だけで観光ガイドとして牧野ふるさと館へ 250 名余

り来ていただいております。さらに、５月になりまして、５月中で

も 800 人ぐらいの方に来ていただいておるというのが実情で、非常
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にたくさんの方に来ていただいておりますが、現状では、バス１台

ぐらい来て、一気に入れるとかいうような状況ではないです。  

   今のところは、大変御迷惑をかけておるわけですが、順々と整備

しております歴まち事業によります各施設、文庫庫舎はできており

ます。浜口邸もできました。さらには、本年度、名教館が移築する

予定でございます。こういったものができ、観光ガイドの中身が増

すことによりまして、一層の効果を発揮できるものと思うておりま

すが、現状は、文庫庫舎のほうで常時、展示等はなされてなく外観

だけでの案内ということで、そのまま一緒になってふるさと館へ行

くということで、そういう問題が起ころうかと思います。  

   何分、指定管理をしたばっかりですし、当然、くろがねの会の皆

様方とそういった課題問題等につきまして、十分意見を、御意見を

聞きながら、改めれるべきところは改め、来ていただける方々に喜

んでいただけるようなものに、これから、鋭意努力していかなけれ

ばならないというふうに思っております。  

11 番（今橋壽子君）  

   通告書にも、ちょっと質問の要領として、下駄箱のことも、質問

の要領として申し込みしてありましたけれど、そのときに感じたこ

とは、下駄箱っていうか、そこに 20 人ぐらいの方が入るにしても、

靴の上をはんでいって、人の靴の上を通って入るというような、そ

ういうようなことを一つみましても、やはり今おもてなしの心とか、

そういう心が形に出てないっていうのを感じたのです。  

それで、これから先は、これから観光協会として立ち上げて、多

くの皆様におもてなしの気持ちを伝えていくのには、そういう小さ

いことにも目を注いでいくということが大事なことですので、全体

像としても、これからワークショップとして、いろんな人の立場の

いろんな声を聞き上げながら、そういう形で観光協会を成功させる

ためにも、役場の組織も含めて、民間の組織も含めて、いろんな形

で成功して、観光協会としても成功していくことを願って、この質

問は終わらしていただきますが、よろしくお願いいたします。  

次に、男女共同参画についてでございます。12 月議会で、町職員

の管理職の男女の割合をお伺いした折に、他の市町村と比べても少

ないので、女性の割合を増やしていくということがベターだとの御

答弁をいただきました。  

25 年度４月１日による人事異動がありましたが、男女のバランス
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のパーセントは、どのようになっているのでしょうか。また、男女

共同参画についての条例づくりは、いつごろから取り組まれるのか

御答弁ください。  

総務課長（岡林護君）  

   お答え申し上げます。まず、平成 25 年４月１日付けの人事異動

によります女性管理職員の割合のことなんですが、ただ、この管理

職員を佐川町では、課長補佐級以上を管理職員と捉えてますんで、

そういうことで比較いたしますと、平成 24 年４月１日現在と、本

年４月１日現在とでは、変動はありません。  

   管理職員総数 27 名中、女性管理職員が５名、割合にいたしまし

て 18.5％ということで、先ほど申し上げましたように、昨年と、こ

としでは変動はございません。  

   またですね、管理職員を係長以上として捉えますと、昨年の４月

１日現在の割合が 27.3％、本年の４月１日現在が 27.9％で、割合は

微増というか、をしています。  

   それから、条例づくりというお尋ねでしたが、条例ではなくてで

すね、男女共同参画計画の作成ということですんで、これは条例を

作成する必要はございませんので、その作成計画の策定というお尋

ねだと思いますんで、それについてお答えしますと、現在、計画作

成の委託業者を選定するために、企画書を提案していただくよう依

頼をしております。  

   ７月上旬に第１回目の策定委員会、これは策定委員の方には、女

性の方は、ほぼ半数はですね入っていただこうと思ってるんですが、

を開催を、その策定委員会を開催しまして、平成 25 年度内に策定

を完了する予定です。  

   なお、策定に当たりましては、住民意識調査も実施する予定であ

りますので、委員の皆様の御意見を反映するのはもちろんのこと、

住民の皆様の要望等も十分把握して、計画に盛り込みたいと考えて

おります。以上です。  

11 番（今橋壽子君）  

   25 年度４月１日の人事異動には、管理職は変わってないと。それ

と係長クラス以上のことは 0.9 でも、微々たるものでも上がってい

るということは、長い歴史の中で一挙にということは難しいと思い

ますが、少しでもそういう思いが、女性自身の向上にも、また男性

たちのためにも、こういう意識改革を少しずつしていただける兆候
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が出てくるのではないかと期待いたしております。  

   まず、男女共同参画計画づくりについてのことですが、それはな

ぜ、私が、これほど何度も質問さしていただきますということは、

今回は、予算もつきましたので、ほんとにやる気で取り組んでいた

だけるものと思いますが、この男女共同参画というような話が、い

ろんな形で盛り上がったのが、15 年前なのです。  

   それで、15 年前は、ちょうど佐川町には、女性のネットワークと

いう連携した組織がなかったので、そういうものを立ち上げて、女

性の力を盛り上げていくことが必要ではないかということで、教育

委員会のほうの生涯教育的な立場から、ちょうどそのときには、社

会教育の指導者である西森先生が中心になって、女性のグループに

呼びかけて、町長とか議長、そのときの議長たちも、皆さんの来賓

の方も大勢で、その立ち上げをしました。  

   しまして、それで皆さんが気運が高まっている中で、予算もつい

ておりましたけれど、担当の職員がかわった時点から、もう全然そ

の動きがなくなって、またその担当の職員も、ほんとに前向きに取

り組もうとした職員もございました。けれどまた、その間４回ぐら

い次々と担当がかわりました。  

   そのたびたびに、引き継ぎができてなかったのでしょうかね。全

然、また１から、その構築の過程とかいろんなものをまた、その担

当の職員と話しながら、かかわってきたのですが、そのときに、ま

だ上司の方が担当になったときもあります。けれど、その上司の人

もその内容がつかめてなかったので、また１から、その流れを説明

し、またそれを行動に結びつけていくための動きをしたのですけれ

ど、それでもだめだった。  

   そのときそのときの行きつけばったりの催しだったので、結局、

最終的には、その予算も使い切れないまま終わってしまったのです。

そういう気持ちが、結局、女性を、やはり女性の力を信じてないと

いうか、第２、第３に送られてきて、今、県のほうも、国のほうも、

女性の登用をいろんな形で活躍しなければという催しの中で、１万

人以上の市町村で、そういうものをもっと取り込まないかんのじゃ

ないかということも含めまして、上からの指導もあったのではない

かとも思います。  

   また、そういうものを早く取り組んでいた市町村には、本当に、

今、女性が大きく活躍して、いろんなまちおこしに元気をして町の
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活性化につながっております。また、そういう経過がありますので、

今度は本腰に取り組んでいただきたいという思いで、たびたびこの

議場で質問をさしておりますが、これが７月の上旬から具体的に取

り組むということですので、このことに対して、私も限りない力を

出していきたいと思いますので、ぜひ、これが成功して、町が大き

く元気になっていけれることを期待いたしまして、この質問も終わ

らしていただきます。  

   次に、通告とちょっと順序が違いますが、住民票を取得するため

に、いろいろ住民の方から、ちょっと不都合があるので何とか、取

り方に対して変更することはできないもんやおかという御相談が、

ここいっとき、何点かお話がありましたので、御質問さしていただ

きます。  

   先だって、住民票を取り来たときに、その方が、積んできてもら

ったので免許証を持って来てなかったので、証明書を見せてくださ

いと担当の方から言われたので、役場の職員の方が何人もいらっし

ゃるので、名前も知ってるし、本人だということが確認ができるの

で、何とかならんろうかと思いまして、その話をしたら、ちょっと

無理ですよということだったらしいです。  

そして、役場の仕事もしてるんだから、いろいろとかかわってい

るのだから信用もあると思うので、という思いも含めて、御相談し

たらしいですけれど、それもいけなかったということと、また別の

方からは、窓口の人が、きょうは誰やらさん、何しに来たのよとい

うところまで、役場の職員から声をかけていただいたけれど、やは

り自分がそのときに証明書を持ってなかったので、また取り帰って、

また日をかえて来た。そして、そういうお話もお伺いしました。  

やはり住民票を取るということは、それなりの、本人の証明が必

要だとは思いますが、やはりこれから高齢化社会になって、私もで

すが、やはり大事なこと、必死になったときほど忘れることもあり

ますので、そういう顔見知りの人とか、いろんな形で役場の職員の

方が確認ができるような状況の場合やったら、そういうものをなく

ても、証明書をいただけるようなシステムづくりはできないものか

と質問をさしていただきます。担当の方、よろしくお願いします。 

町民課長（横山覚君）  

   お答えさしていただきます。近年、不正に他人の戸籍、あるいは

住民票を取得するという事件が全国的に発生しております。また一
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方、個人情報保護の意識が高まる中、個人情報保護に関する法律も

整備をされてまいりました。このような中、他人の成り済ましによ

ります戸籍などの不正な取得により、個人の財産や権利が侵害され

ることを防止するため、平成 20 年５月１日から、改正戸籍法、改

正住民基本台帳法が施行されまして、戸籍や住民票を発行する際に

は、本人確認が行われることになったところです。  

   当町におきましても、戸籍や住民票を発行する際には、顔写真の

ついた免許証や資格証などであれば、その１点を。また顔写真づき

のものがない場合には、保険証や年金手帳など２点を御呈示いただ

くなど、法に示されました手順により本人確認をさせていただいて

おりますが、これらの確認方法につきましては、法により定まって

おりますことから、町レベルでの条件変更はでき得ないところであ

ります。  

   しかし、こうした中、本人確認を行う中で、今橋議員さんもおっ

しゃられるとおり、本人を証明するものをお忘れになるという場合

もありますけれども、先ほども述べました法の趣旨や制度の説明を

させていただきまして、法の手順に従いまして、本人確認できるも

のを御呈示いただくようお願いを申し上げております。  

   しかしながら、免許証を取得されていなく、御自分の証明するも

のが少ない方などに対しましては、これらの本人確認の方法を補完

する、いわば例外的な措置といたしまして、本人による問診票の記

載などを行うことで本人確認を行うなどの方法を取り入れ、高齢者

に限らず、そのような状況にある方にも許される窓口対応に努めて

いるところであります。  

   町民の皆様におかれましては、成り済ましや不正取得を防止し、

御自分の財産や権利を守るという趣旨について、一層の御理解をい

ただきますとともに、本人確認への御協力をお願い申し上げるとこ

ろであります。よろしくどうぞお願いいたします。  

11 番（今橋壽子君）  

   この役場の立場としては当然、法を遵守していくことが第一であ

ると思いますけれど、やはり、町にも、いろんな自主性っていう、

きのうも何人かの議員の質問の中にも言葉がありましたが、やはり

町独自の独自性っていうことも含めて、やはり町自体で、特に佐川

町の場合は、都会の、いろんな動きとは違う田舎ならではの対応の

仕方もあるのではないかと思いますが、ほかに、こういう独自性で、
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本人の確認の仕方に対して、町独自、村独自でしているような市町

村はございませんでしょうかね。  

町民課長（横山覚君）  

   お答えいたします。先ほど御説明しましたとおり、法により決め

られておりまして、町独自でこういう形というのはございません。

ですから、まず１点は、顔写真つきの証明書。そしてそれがない場

合には、ほかに２点ということで、これによらない場合は、本人に

問診をしたりですね、そういう方法がとれますということでござい

ます。  

11 番（今橋壽子君）  

   御答弁ありがとうございました。わかりました。以上は、私も含

めてですが、これから高齢化社会になればなるほど、そういう忘れ

物等が多いですので、またその人たちにできるだけ問診とか、そう

いう形で文言というかね、そういう形で対応していただけることを

お願いいたしまして、この質問も終わらせていただきます。  

   次に、霧生関公園についてでございます。町長は、８年前、ふる

さと佐川に貢献したいという熱い思いで、町民の期待のもと、いろ

んなことで御尽力くださってまいりました。  

   その中で、前政権を受け継がれたときに、負の課題も何点か受け

継がれて、その中の１つの大きな課題は、この霧生関公園だったと

考えられますが、まだ、火薬庫の移転等は何の報告も受けておりま

せん。12 月議会では、（仮称）霧生関公園の進捗状況を質問いたし

ましたら、町長の責任として、しんしゃく等の文書のやり取りは白

紙に戻し、24 年度内にきちっと将来に向けて方向づけをして町民に

知らす、との御答弁でしたが、どのような形を取られましたか。  

町長（榎並谷哲夫君）  

   おはようございます。霧生関公園の質問をいただきました。この

公園につきましては、先ほど、今橋議員からもお話がありましたよ

うに、これは、町がかつて国体の時代に残土処理場として買収をい

たしまして、その後、公園として事業認定も受けながら、対応して

まいったところでございますけども、その後、かなりの空間がござ

いました。これは、隣接の地権者等の協議が整わないという事情が

あったようでございまして、そんなことが、歴史的にございまして、

御案内のように、かつて中学校移転のときの状況で、隣接者から同

意をいただきまして、そこから残土処理場として始まったところで
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ございます。  

   私としては、当初の目的に沿って公園整備すべく、あらゆる手段

で、その残土を受け入れた経過がございます。１つは、当初には、

中学校の、新の中学校の残土処理場、あるいは、県の公共事業の残

土、そして国交省からも残土いただきまして経緯に至っております。 

   その後、隣接者の理解もいただきながら、進めてまいってきてお

りますけども、その中に、支障物件として火薬庫がございます。こ

の火薬庫につきまして、もう早くから、何とか、移転せずに防護柵

等でできないかということも県のほうとも関係者とも協議を重ね

てきておりまして、非常に困難性があるというようなことでござい

ます。  

   その後、当事者と移転先地等についても協議を進めてまいります

けども、それぞれ事情がございまして、その火薬庫の移転先地の結

論が出てないのが現状でございます。なお、今でも、県のほうにも、

何か方法はないかというような協議も重ねながら、また当事者とも

移転先地について協議を重ねてきております。  

   先ほど、覚書の話がございました。用地の境界につきましては、

一応、等価交換ということで内諾を得てございまして、今後は、こ

の火薬の移転の方向がついた段階で、新たな、いわゆる計画、計画

変更、いわゆる開発許可の変更をいたしまして、そして続けてまい

りたいと思っております。  

   そして、今、御案内のように、いよいよ佐川トンネルの歩道工事

が始まりました。17 日には起工式が行われるようでございますけど

も、その残土を一応 26 年度中に受け入れてということでございま

すから、実際に、完成できるのは、26 年以降になろうかと思います

けども、その前に、いわゆる計画変更につきましては、早く関係者

と了解を得ながら、開発許可の変更について、当初の方向に向かっ

てまいりたいというふうに思っております。  

   大変、この件につきましては、長い間、町民の方々にも大変心配

もいただいておりまして、また批判もいただいておるということも

承知でございますけども、将来について、あの土地については、公

園として広く活用していただくということで進めてまいっており

ますので、ぜひ、御協力のほどをよろしくお願いを申し上げます。

以上でございます。  

11 番（今橋壽子君）  
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   今の町長の御答弁では、それは、物事にはいろいろ事情もあり、

流れもあり、その中で、けれど、やはりけじめというのも、一つの

けじめをする時期っていうのもあると思います。それで、そういう

思いで、12 月の議会で私は質問をさしたときに、24 年度にきちっ

と、将来に向けて、方向づけて町民に知らす、というていう御答弁

をいただいたので、その言葉を信じながら、住民にも、こうして答

弁があったのでという報告をしておりますが、また、こういうこと

に対しての一つの区切り、また、ゆうするつもりは、町長の任期も

あとわずかになりましたが、その間、次の町政に対して、どのよう

な形でけじめをして、引き継ぐようなおつもりですか、もう一度、

御答弁お願いします。  

町長（榎並谷哲夫君）  

   お答えいたします。今、あと１点、火薬庫の状況でございまして、

これも精力的に、関係者と話をしてございまして、早急にその話が

つまりましたら、まず、計画変更を申請いたしまして、きちっとし

た方向づけを、できたら、私の任期中に正していただいて、後任の

行政に引き継いでいただいたらなぁというに考えております。以上

でございます。  

11 番（今橋壽子君）  

   そしたら、最初に申しましたように、負の財産も引き継いだのは、

確かに、町長は、それも含めてのことだから、やはり引き受けた以

上は、その責任を取って、後を次の町政にバトンタッチするのが、

町長の最初の初心の気持ちだと思いますので、必ずという気持ちで、

このけじめをつけていっていただけることを期待いたしまして、質

問を終わらしていただきます。  

   最後に、４点ほど質問をさしていただき、それぞれの御答弁をい

ただきましたが、町長に、あと残り少ない任期中に、最後の仕事と

して、認識を新たにしていただきたいことを述べさしていただきま

す。  

   ６月２日の牧野ふるさと館と浜口邸の落成祝賀会の富太郎弁当

に対する紹介の言葉です。牧野富太郎博士の生誕 150 年を一過性の

ものではなく、この機会に、佐川町の食材を使って、自分たち女性

グループのそれぞれの特技を生かして連携を取りながら、びっとず

つ、佐川町のイメージアップに貢献ができることはないかと話し合

っているときに、役場の担当の方から、富太郎弁当の提案があり、
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商工会やくろがねの方々の御協力もいただきながら、博士の好物だ

ったものをリストアップし、食材や季節感にこだわり、何度も何度

もみんなで研究し、富太郎弁当ができ上がりました。  

   ４月６日の佐川町の生地を歩く催しや、び人連の総会のとき、皆

さんの貴重な御意見もお伺いしながら、さらに、パッケージや包装、

お品書き、バイカオウレンのしおり等、担当職員はもちろんですが、

メンバーではない町民の方々にも御協力をいただいてまいりまし

た。そのときどきに、一番心を使わせていただいたことは、牧野博

士のお名前を使わせていただく以上は、博士の顔、佐川町の顔だか

ら、コンビニに扱っている食のように防腐剤を入れてないので、食

中毒の対策です。特に、メンバーの一人のプロの方は、自分の店の

イメージダウンだけではなく、みんなに御迷惑をかけてはならない

ので、と責任を感じて、夜も眠れない状態の中、会長初めメンバー

の者が陰になりひなたになり、その方の心を支えてでき上がったお

弁当です。何を基準に、3,000 円の会費の中、富太郎弁当が少々高

いと申されたのでしょうか。  

   私も会員のメンバーの一人なので、来賓の数名の方に、御感想を

お伺いいたしました。前副知事だった十河さんは、「久しぶりにこ

んなおいしいお弁当をいただきました。完食です」と言って空っぽ

になったパッケージを見せてくださいました。浜口邸の関係者の方

も、「母は、こんなに喜んで食べていますが、日ごろの食欲と比べ

てめずらしいくらいです」と言ってくださいました。  

また、県や国交省の方々も、完食いたしているパッケージを見て

くださりながら、パッケージ内のバイカオウレンのしおりやお品書

き、包装紙を御自身のかばんから出して、「なかなかいいので家に

持ち帰るのです」と言ってくださりましたので、「今後の私たちの

参考のために教えてください。ずばり、お値段はどのくらいだった

ら、お買い求めくださいますか」とお伺いいたしましたら、「安く

て 1,500 円。高くて 2,000 円ぐらいです」と評価してくださいまし

た。  

最後に、役場の管理職の方々に、御感想をお聞きいたしますと、

細やかなアドバイスとともに、「決して、1,300 円は高くはない」と

励ましてくださいました。  

こうして、今回は、担当の職員の方々とも、心を一つにして取り

組んで仕上げたので、お互いの力を高めていくことができました。
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だけに、上司に認めていただけることに、職員の次のエネルギーに

変わるのではないかと考えています。また、こうした小さなことで

すが、心ある動きが、これからの取り組んでいくおもてなしの心に

つながっていくのだと考えています。  

こうした経過の中の内容のもの、町長の挨拶に心なさを感じて、

私たち協働で住民力を高めようとして努力をしていることに水を

かけられたようで、とても残念です。  

こうした小さい動きこそが、大きな、人を感動しながら、これか

ら取り組もうとしている観光協会も、おもてなしの心がなくしては、

進化していかないのではないかと思います。  

町長の職務も、あと残り少なくなりましたが、最後の言葉に花を

咲かせて次の者が頑張れるようなお言葉をいただきたいと思いま

す。よろしくお願いします。  

町長（榎並谷哲夫君）  

   ６月２日の私の御挨拶の中に、「お弁当、若干高い」という御挨

拶をさせていただきました。これは、事実でございまして、このこ

とにつきまして、私は、大変、皆さんに不快感を与えたことについ

ては、心からおわびをしなければならない、というに思っておりま

す。  

   ただ、私があのときに、少々高いというお話をさしていただいた

のは、一度、限定でお弁当を買わしていただいて、そのときに、い

ろいろの人と交わしたときに、「1,300 円で弁当というのは、ちょっ

とやっぱり手が届きにくいねぇ」と。パッケージだとかいろいろ意

匠だとか、そのあたり金がかかって、そのあたり評価をしていただ

くのはいいですけども、弁当として、ちょっとこれから大量に売っ

ていくには、ちょっとやっぱり 1,300 円という価格というのは、買

いにくいんじゃないかなぁと。何か、もう少し安くなるような工夫

はないかなぁというような議論をした、実は経過がございました。 

そうしたことで、あのときに、「若干、高うございますけ」とい

うことは、中身が、一言、中身が充実しているということを一言添

えれば、私も、よかったと思いますけども。今、反省しております

けども。  

本来のそういった筋、弁当としては 1,300 円というのは、ちょっ

とやっぱり高い、今、コンビニとか弁当屋とかいう話がありました

けど、そういうことじゃなくて、やはりこれからどんどんと、皆さ
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んに買っていただくには、その値段の工夫もある程度必要であると

いうふうに、そんな思いで、ちょっと御挨拶の中に入れさせていた

だいて、大変申しわけなく思っております。大変、関係者の皆さん

には、不快感を与えたことについては、心からおわびを申し上げた

いと思います。以上でございます。  

11 番（今橋壽子君）  

   今、町長の御答弁をいただきましたけれど、まだ、その気持ちは、

私たちの心には届きません。やはりこれから先、観光協会として立

ち上げていく以上は、やはりその物語というか、人の心をどういう

ふうに受けとめていくかということが、一番の大事なことだと思い

ます。町長は、建物はいっぱい建てましたけれど、その建物の中に、

心のないものがあれば、心のある人は感じていきますよ。  

ただ、もうこれ以上私は申しませんが、最後の、皆さんが、後々

の職員も含めて、住民の一人一人が、自分らぁの町に、心を寄せれ

る言葉が欲しかったんですけれど、今は言いわけとしか聞こえませ

んでしたので、もうこれ以上は、町長に何も求めませんし、町長に

最後に言えるとしましたら、やはり、長として、まだ任期中は最後

まで住民の心、職員の心がわかる町長として、最後の仕事を務めて

いただきたいと思って、質問を終わらせていただきます。  

議長（永田耕朗君）  

   以上で 11 番今橋壽子君の一般質問を終わります。  

   10 分間休憩します。  

 

   休憩  午前９時 51 分  

   再開  午前 10 時２分  

 

議長（永田耕朗君）  

   休憩前に引き続き会議を開きます。  

   引き続き、５番坂本貞雄君の発言を許します。  

５番（坂本貞雄君）  

   おはようございます。５番議員の日本共産党の坂本貞雄です。通

告に従いまして、３点、質問をさせていただきます。どうぞよろし

くお願いをいたします。  

   本日 11 日は、あの東日本大震災 3.11 から２年３カ月の節目の日

でございます。原発の事故は、まだ終息もされてないように言われ
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ておりますし、この大きな災害を教訓としまして、記憶にとどめ、

決して風化させてはならないというように思うものでございます。 

   そして、質問に入らせていただきますが、第１点としまして、Ｎ

ＨＫのラジオが、夜間に受信できにくいと、できない、こういうこ

とで取り上げさせていただきました。  

   自分自身の経験でございますが、ＮＨＫのラジオを聞いておりま

すと、夜８時ごろになりますと、雑音が入ってきまして、なかなか

聞こえないということで、我が家のことだけかなぁと思っておりま

したら、部落長会の会のときにも、このことが話題になりまして、

なかなか入らんぜよと。何とかならんかよというようなことがござ

いました。  

   ということで、ちょっと安物の携帯ラジオを買いまして、ちょっ

と調べてみたのでございますが、なぜかといいますと、やはりこの

南海トラフの大地震が起こりますと、電気が、まず１週間つかんだ

ろうと。県下の全戸が停電をするというように想定されておりまし

て、恐らく１週間が、電気がつかんだろうというように予想されて

おりますが、そうなりますと、情報源としまして携帯ラジオが大変

重要な役割を果たすということになるわけでございます。  

   そういう意味で、佐川町のあちこちを調べてみました。これは、

ＮＨＫの第１放送のほうを主に調べたんですが。調査の箇所としま

しては、黒岩小中学校、そして尾川の小中学校、尾川の住民センタ

ー、それから松ノ木の公民館、峯の公民館、古畑ふれあいの家「和

風」というのがございますが、そこの前とか、いうようなところで

調べてみますと、大体、黒岩、加茂、斗賀野におきましては、ほぼ

受信ができますが、問題は、尾川で、昼間でもちょっと入りにくい

ですが、夜間はほとんど受信できないという状況でございます。  

   特に、夜間に調べました古畑ふれあいの家の「和風」前とか、そ

れから尾川の小中学校の体育館の付近とかいうようなところは、受

信が非常に困難か、ほぼ受信ができないというような状態でござい

ました。  

   やはり、情報源としましては、いろいろあろうかと思いますが、

電気が止まったときには、携帯ラジオが一番頼りになるということ

で、どの避難の必携といいますか、避難のときに持ってくださいと

いうものの中に、必ず、携帯ラジオというのが入っております。そ

ういうことで、やはり、これが受信できるかどうか、これは大きな
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問題になろうかと思います。  

特に考えますのは、尾川地区につきましては、山津波が来る可能

性もありますし、部落が孤立するということが考えられる地区では

ないかと思われますが、その地区が、そういう受信ができないとい

うことになりますと、なかなか情報が入らないということで、不安

な中で避難生活を送るわけですが、その不安が一層大きくなるとい

うようなことで、これは何とかすべきではないかなというのが、質

問の趣旨でございます。  

   ＮＨＫさんのほうに、この調査を依頼をして、実態を調べていた

だいて、その対策はどうしたらいいかというようなことを考えるこ

とができないか、そのことにつきまして、御質問をさせていただき

ます。よろしくお願いします。  

総務課長（岡林護君）  

   お答え申し上げます。夜間におけますＮＨＫラジオの難聴問題に

ついてのお尋ねです。  

   まず、電波の性質について、若干御説明申し上げます。といいま

すか、私も余り電気関連は、科学とか非常に弱いんで、今回御質問

があって調査いたして、ほんとにつけ焼き刃の域を脱しないような

状態ですけど、御説明申し上げますと、ＡＭラジオ放送では中波と、

中の波と書く中波と呼ばれる電波、これが周波数が 300 キロヘルツ

から３メガヘルツ帯ということを使用してます。この電波は、昼間

は４層ある電離層の一番下部のＤ層に吸収されて、ほぼ消滅してし

まいますが、このＤ層が消失する夜間や、その次のＥ層に反射して

遠くまで届くなるという、そういう性質を持っているようです。  

   このため、海外を含めて、遠方のラジオ局が聞けるようになる半

面、放送局同士の混信が激しくなるという欠点があるようでござい

ます。夜間、韓国や中国の放送局の混信のため聞きづらくなるのは、

このためのようです。また、中波は、波長が長いという性質上、窓

から入りにくいといった特徴があるほか、鉄筋づくりの建物に電波

が遮られて、受信状態が悪くなったり、電子機器や電化製品などが

出す電気雑音によって聞き取りにくくなったりするとのことであ

り、町内において聞こえづらい地域がありますのは、こうしたＡＭ

放送電波の性質によるものと考えられるようであります。  

   こうした難聴の改善例としましては、平成 24 年度に、本山町の

早明浦にラジオ中継局を設置して改善した例もございます。ただ、
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ＡＭラジオ送信所の新規建設は、平坦で広い用地の確保、周波数の

国際的な調整、さらには送信アンテナ材料の国土交通大臣の認定な

どが必要で、整備期間に通常４年から５年、整備費用として数億円

が必要であり、放送局の経営を圧迫することもあって、容易でない

のが現状であるようです。  

   一方で、即効性のある対策としましては、外部アンテナの設置や、

夜間、遠くの放送が聞こえるようになる性質を利用し、大阪放送局

などの大電力局を受信することとか、また、災害時の情報収集に関

して言えるのは、比較的受信状態が良好なＦＭ放送を聞くといった

対応が考えられます。  

   また、ＮＨＫでは、ラジオ難聴対策の一環としまして、インター

ネットやスマートフォンを活用して、ラジオが聞くことができる

「らじるらじる」というサービスを行っているようです。このサー

ビスでは、ラジオ第１、第２及びＦＭ放送を聞くことが可能となっ

ておりますので、ラジオの受信状態が悪い場合は、こちらの活用も

御検討いただきたいということです。  

   ただ、いずれにいたしましても、御指摘ですが、ラジオ放送はテ

レビと並んで、災害時において被災情報は、特にラジオはですね、

被災情報や安否情報、生活情報などをリアルタイムで住民にお伝え

することができる重要なメディアでございますので、町としまして

も、佐川町の状況、特に御指摘のですね、尾川地区が難聴である状

況をＮＨＫに伝えまして、調査検討を働きかけますとともに、今申

し上げたような代替手段についても、適宜情報提供を行ってまいり

たいと考えております。以上でございます。  

５番（坂本貞雄君）  

   大変、懇切丁寧な御答弁をいただきまして、ありがとうございま

す。やはり、確実に、そういう情報が伝わる手段があれば、住民も

安心なわけでございますので、なお、ＮＨＫさんのほうとも御相談

をしていただきまして、特に尾川地区につきましての対策といいま

すか、これにつきまして、御措置をお願いをしたいというように考

えております。以上でございます。  

   続きまして、2014 年４月に消費税増税ということが決まってお

りますが、これにどう備えているかということにつきまして、質問

をさせていただきたいと思います。  

   私は、消費税増税には、あくまで反対の立場でございますが、2014
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年４月には消費税が増税ということが決まっております。そういう

ことで、それに対しましてどう備えているか、どう備えるべきかと

いうことにつきまして、御質問をさせていただきたいと思うわけで

ございます。  

   請負工事代金の消費税額は、原則としまして、引き渡し時の消費

税率で計算をしますが、経過措置としまして、法の定める指定日の

前日までに契約した請負工事では、消費税増税後の引き渡しでも消

費税率は前のとおりという経過措置がございます。このことにつき

ましては、総務課長、それから産業建設課長、把握をしておられま

すでしょうか。お聞かせください。  

総務課長（岡林護君）  

   お答え申し上げます。御指摘のことにつきましては、認識をして

おります。  

産業建設課長（渡辺公平君）  

   同じく認識してございます。  

５番（坂本貞雄君）  

   認識をしておるということで、大変結構なことだと思います。と

いうことは、それに対する備えも当然考えておる、ということだろ

うと思います。この 25 年度の工事をみてみますと、大きな工事と

しまして、道路橋梁新設改良費で工事請負費が１億 4,850 万、これ

は佐川橋とか玉割小橋の改修だろうと思います。そして住宅管理費

としまして、工事請負費が１億 1,350 万というものが計上されてお

ります。これは、斗賀野の町営住宅の建設工事だろうと思います。 

   これを、今の経過措置に当てはめまして、９月 30 日までに工事

請負契約を結びますと、３％の消費税の節税ができまして、約 80

万の節税ができるという計算になります。お伺いをしますが、この

大きな工事、件名工事、これの工事計画といいますか、その請負の

時期などにつきまして、どのように把握されておりますか。お聞か

せをいただきたいと思います。  

産業建設課長（渡辺公平君）  

   御指摘の、この消費税関連の特別措置、これ具体的に言いました

ら、４月１日以降の完成になったとしても、９月 30 日までに契約

をした工事については、５％のままということでございます。つま

り、本年度なんか、前年度からの３月の経済対策なんかがありまし

て、繰り越しをしてまいりましたが、ああいったのは全く対象には
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ならんわけでございまして、要は、年度内完成を進めていかにゃあ

いかんということが前提になってきます。繰り越しはしていったら、

繰り越しになった場合には、９月 30 日までに契約しとかないと、

この対象にはならないということでございます。  

   現状では、まだ工事も始まってなく、これから発注していくわけ

ですが、当然、年度内完了を目指していくものであります。今申さ

れました斗賀野の住宅につきましても、本日、土地の契約にお伺い

するようにしておりますし、当然、年度内完了を目指しております。 

   ただ、もう一方、一つ、若干不安な点がございますのは、橋梁関

係でございます。橋梁関係は、本年度当初予算も組んでございます

が、先の経済対策で３月に補正しまして、それ、契約案件で前回の

定例会で御承認いただいたところですが、この工事を先にやってお

りまして、これは 12 月までの工期で、12 月が、一部併用になって

工期内完了を目指すような工事になってこようと思います。  

   ほか、これから具体的に、この方策へ乗っていけれるようにして

いくのには、今現在繰り越しでやっておる事業と、本年度予算の上

部工との関係、そこのへんを、再度確認していく必要があろうかと

思います。  

５番（坂本貞雄君）  

   その橋梁については、なかなか間に合いにくいということですか。 

産業建設課長（渡辺公平君）  

   今から繰り越しとか、そういうことは前提にはならんわけですが、

おっしゃるとおりそれが懸念されます。３月での経済対策導入しま

して繰り越しして、今現在かかっておる工事、これが 12 月末まで

の工期ですので、工期は一部併用して、準備作業等は事前からやっ

て、それから上部工に入ってくるわけですので、そこのへんが、工

期的に、経済対策を導入したことによってどうなるのかなぁという

のは、ちょっとはっきりまだ申せれないところがございます。そこ

のへんは、先ほど言いましたように、再度、詳細確認をしていかな

いかんと思ってます。  

５番（坂本貞雄君）  

   そういう認識が、御認識があるということは大変結構なことだと

思います。ぜひとも、その消費税８％にかからないように、５％で

いけるような、ということで、大いにお気を配りをしていただきた

い、いうように思うわけでございます。  
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   やはり、こういう金額の大きいものと、それから全ての町の事業

につきましてもこういうことですが、やはり９月 30 日までに契約

をいたしますと、町民の税金ができるだけ少なくて済むと、３％が、

ほかのものにも使える、活用できるということになるわけですが、

町長としましては、この件につきまして、どのように目配りをされ

ていかれるのか、お聞かせをいただきたいと思います。  

町長（榎並谷哲夫君）  

   消費税につきましての御質問でございます。消費税につきまして

は、さまざまな議論ございます。ございます中で、もう既に、国会

で決められたということで、まだ実施については、まださらなる紆

余曲折があろうかと思いますけども、今、御質問のお話の中では、

いわゆる確定、実施されるという前提の上での話だと思います。  

   当然、私たちは会計年度、年度というのは、単年度、これは４月

１日から３月 31 ということですから、この中で、それの事業を完

結する、これが最大の目標でございます。その中で、事業としてさ

まざまな事情がございまして、繰り越しというような制度も設けら

れております。  

これは、できるだけ避けなければならないというふうに考えてお

りますけども、今、だんだんと御議論がありますように、消費税導

入に当たりましては、これが、一つの３％、かかるかかからんかの、

いわゆる境目になるということでございますから、当然、行政側と

しては、できるだけ年度内の完了を向けての対応してまいりたいと

いうに考えておりますけども、万やむを得ん事情が出てくる場合も

ございます。  

これはまぁ、既に世の中というのはそういうに動いてまして、さ

まざまな事情がございます。基本的には年度内完了というふうに考

えてございますので、そういった方向でまいりたいと思いますし、

また万やむを得ん、例えば、ぎりぎり９月の末の発注になって、そ

れから先の半年で工期が年度内にできないということになりまし

たら、繰り越しでございますけれども、その場合は、30 日までに契

約しておればということがございますから、こういった行政の方向

の中で、できるだけ町民に負担のかからないような形では対応して

いかなければならないというに考えております。以上でございます。 

５番（坂本貞雄君）  

   今、町長の御答弁をいただきましたが、私が聞いておることと若
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干ずれるという気がします。といいますのは、今年度は、いわゆる

来年度の消費税がアップされるという特殊な年でありますので、９

月 30 日までに契約をしておれば、８％の消費税にはならないとい

うことを言いたかったんですが、そこのところについて、町長がど

のように目配りをされるかということをお聞きをしたかったわけ

です。今一度お願いします。  

町長（榎並谷哲夫君）  

   答弁いたします。私は、そういう趣旨で答弁申し上げたつもりで

ございますけども、要は年度会計の話をさしていただきました。年

度会計で、従来なら、その消費税の云々がなかったら、いろいろ支

障がございまして、10 月以降、あるいは秋口という発注が今までも

ありまして、それが、万やむを得ん繰り越しというような状況、そ

れを前段に申し上げまして、ことしは、そういう消費税の導入、来

年の 26 年４月１日から消費税が導入されるということでございま

すが、町の負担を軽くするためには、できるだけ９月の 30 日まで

に、いわゆる消費税が、例え繰り越しになってもかからない状況の

中で、できるだけ９月の末の発注を目指さなければならないと、こ

ういうに申し上げたところでございます。  

５番（坂本貞雄君）  

   そのように、ぜひお願いをしたいと思います。３％といえども、

積もれば大きな金額になりますので、町長は、その全体に目配りを

されまして、そういう意識を持ちながら、特にこの 25 年度につき

ましては、業務を遂行していただきたいと、いうようにお願いをし

まして、この質問を終わらしていただきたいと思います。  

   続きまして、南海トラフ地震にどう備えるか、ということにつき

まして、質問をさせていただきます。  

県は、５月 15 日に、マグニチュード９クラスの南海トラフ巨大

地震が起きた場合、津波や建物倒壊による死者は、最大で４万 2,000

人に上るとする県独自の想定を公表をいたしまして、市町村別の死

者数などをも初めて示しました。  

それによりますと本町では、死者は 90 人、負傷者 760 人、いず

れも建物倒壊によるものとなっております。また、全壊建物は、

1,400 棟で、全て揺れによるものとなっております。一方、県は、

建物耐震化率を 100％とすれば、本町の死者は５人未満、負傷者が

90 人程度、建物倒壊が 90 棟程度に抑えられるとの試算も示してお
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られます。  

町長へお尋ねしますが、この被害想定を、どう受けとめておられ

るか。県下の多くの首長さん、首長さんは、想定内との感想を持っ

ておられるようですが、町長はどのようにお考えでしょうか。お聞

かせください。  

町長（榎並谷哲夫君）  

   お答えいたします。この地震につきましては、今まで、ずいぶん

と議論を、いろいろの場面でなされております。これは、今まで佐

川町は、東北の地震が起こるまでの間は、南海地震、昭和 21 年の

南海地震、あんまり被害がなかった。だからそういった意味で、地

震の被害というのは、経験をしたお年寄り含めて、佐川町は安全じ

ゃないかな、そんな空気もささやかれる中で推移をしてまいりまし

て、それが、御案内のように、東北のあの大きな震災、そして国が、

いわゆる最悪の被害想定ということを出して、大変、その後、南海

トラフの巨大地震に向かっての、いわゆる県民の意識、我々町民の

意識も、そういう方向に動いてきたなというに考えておるわけでご

ざいます。  

   ただ、佐川町におきましては、御案内のように、今報道されるよ

うに、津波の被害というのは大変大きなことになりまして、その津

波、地震速報とか、いろいろな情報、地震対策の報道がテレビで流

れておりますけども、これは、まず避難、逃げろと。高いところへ

逃げろというような形で、比較的中山間地域への思いが、ちょっと

やっぱりないような、私も、気がいたします。  

   そうしたことで、この５月 15 日の高知県の、いわゆる単独の想

定、これも佐川町も大きな被害が出る。それは一つは、家屋の倒壊

あるいは土砂崩壊、そうしたことによる死傷者、そして家屋の崩壊

という、これが大きく想定されました。  

   最悪の事態とはいえ、やはりあの数字を見たときには、大変ショ

ックがありまして、これからは、やはり防災意識を高めること、そ

してできるだけの予備知識、そういった備えること、心も。あるい

は、できるだけ自分たちの身の回りを、物も踏まえて備えると。こ

のことがやっぱり減災にもつながると。そういうな話もございます

から、これからそれを受けて、ことしは災害基本計画も見直すとい

う時期になりまして、そしてもう一つ、先だって、市町村のトップ

セミナーというなとこ私出席をいたしまして、そのときに、実は、
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行政のＢＣＰ、事業継続計画でございますけど、これの策定が高知

県非常に遅れておるということで、佐川町にもそれを、ことし取り

組むということにしておりますけども、そういった行政側としても

やっぱりきちっとした備えをするべきだということ、それをひとつ

住民の方々にも認識をしていただくということでございます。  

   今、自主防災組織を、組織をいただいておりまして、約 80％近い

ものが組織いただいておりますけども、ただ、そのほかに、私ちょ

っと懸念される材料もないではないわけです。自主防災組織は、町

が言いゆうきに、やらなしょうがないろうかねという声も、一部に

はあるやに聞いてございますけども、やはり、自助・共助・公助と、

これは基本でございまして、まず、自分たちがやっぱり意識を、き

ちっと備えを持つということが大事と思いますから、これから行政

としては、お互いに、そういう被害の最大の被害想定をして、それ

にはどう備えるかということを、これからきちっと住民と共有して

いかなければならないんじゃないかというに考えております。  

   決して、津波が来んから被害がないという意識は、私は、ないと

思いますし、それから、５月 15 日の県の独自の被害想定、これは

もうほんとに最悪というふうに知事も言っておられまして、この数

字だけに動かされても、ぐあいが悪いかなぁというな話もございま

したから、そういったことも踏まえて、やっぱり日ごろからきちっ

と備える。先ほどのラジオのことも大事だと思います。防災訓練の

中では、いわゆる通信の情報としてアマチュア無線も活用するとい

うような訓練もしてまして、ありとあらゆる方法で備えをしていく

ことが、これから大事かなぁと。それが一つは、少なくともこの地

域から死傷者を少なくしていく大きな要素になるというに思って

おります。  

行政としては、それに備えるような形で何ができるかということ

を、ＢＣＰあるいは防災計画の見直しを含めて、これから考えてま

いりたいというに思っております。  

   また、避難場所の確保につきましても、この議会の冒頭で申し上

げました住民懇談会の中で、いわゆる大半が、避難場所になってお

ります集会所の老朽化の問題等も含めて、いろんな形のものが、こ

れから考えていかなければならない時期に来ておるというに思っ

ております。以上です。  

５番（坂本貞雄君）  
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   いろいろお聞かせをいただきまして、ありがとうございます。や

はり、備えを十分というのは、これが最も大事だと思います。  

   ひとつ端的にお答えをいただきたいんですが、その県の想定しま

した被害ですね。あれを、町長は、想定内と受けとめておるか、「あ

ぁ、これはもっと大きいよ」というように受けとめておるか、その

どちらでしょうか。  

町長（榎並谷哲夫君）  

   お答えいたします。これは、公表のときに、知事のスピーチにも

ございましたけども、これはほんとに、最悪というふうな、強調し

て申し上げましたので、私は、想定外じゃなしに内かなというふう

に考えております。  

５番（坂本貞雄君）  

   想定内であるというような受け止め方をされておるようでござ

います。やはり、最悪の被害想定をしながら、しかし、対策ができ

れば、こうというような試算もされておりまして、この建物の耐震

化率を 100％というようにすれば、本町の死者は５人程度じゃない

かというような想定もされておりますが、やはりそこのあたりの対

策が、どう取れるかというのが問題じゃなかろうかと思うわけです。 

   この県の想定の中では、建物の耐震化率が 74％というようにみて

おるというように出ておりましたが、この本町におきましては、ど

れぐらいの耐震化率ができるかというように想定をされておりま

すか。  

産業建設課長（渡辺公平君）  

   まだ、その耐震化率何％とかいう内部での議論は、本年度の地域

防災計画の見直しの中で取り組んでいくものと認識しております

が、住宅の耐震化、以前からずっと補助金を出して、当初は 60 万

と、工事の際に 60 万ということで、２年前から 30 万上乗せしまし

て、90 万の補助を出しておるのは御案内のとおりですが、これにな

りましてから年間に 10件ぐらいずつ、それまではもうほとんど１、

２件とか、あるいは当初始まったときには、調査とか設計とかいう

段階のものが多かったから、工事のほうに入れなかったということ

もありますが、補助金増やしまして 10 件余りずつになっておりま

す。やはり、この住宅の耐震化を、56 年の６月以前の建築でござい

ますか、特に住宅のほうを取り組んでいかなきゃいかんと認識して

おります。  
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先の定例会なんかで、たびたび御質問いただきましたリニューア

ルでございますが、前回の御答弁でもさしていただきましたように、

リニューアルと耐震をセットでしたような新たな補助制度を来年

度から、できれば導入して、さらに住宅の耐震化のほうに取り組め

ていけたらというふうに考えております。  

５番（坂本貞雄君）  

   耐震化というのは、やはり進めていかなければならない課題だろ

うと思います。ただ、ある人から聞いたところなんですが、その人

は耐震化工事みたいなことをやっておりまして、屋根の重い土瓦を

のけるとか、それから壁を補強するとかいうような工事をしており

まして、耐震の補助をもろたかよという話をしましたら、もろうち

ゃせんというがですね。その人は。申請がややこしいし、報告がや

やこしいし、その工事の内容も、とてもじゃないあんなことはでき

んぜよ、というような話を聞きましたが、そこのあたりの工事の困

難さといいますか、補助をもらうことの申請の困難さとかいうよう

な、そういうことが、補助をもらうネックにもなっちゃあせんろう

かというようにも考えるわけですが。そのあたりは、担当課長とし

ては、どのようにお考えでしょう。  

産業建設課長（渡辺公平君）  

   確かに、調査から、設計から、建築からということで手はずを踏

んでいきますので、申請書類はなかなか困難であろうかと思います

が、私、認識しておるに、一般的に代理の方が申請されるなりして

おりますので、そういった、まず耐震化をしたいという御希望の方

は、産業建設課のほうへおいでていただいて、取り組みの仕方とか、

どういったらええろうと、本人はどういう役割を担うてもらわない

かんろうかということを、やはり御認識いただいた上で取りかかっ

ていただけるのかなと思うてます。  

ちょっとそういうことで、手続きがわずらわしいけ、なかなかよ

うせざった、これ非常にもったいないことで、ぜひとも、その補助

事業を活用していただければと、ちょっと我々もそのサイドの辺を、

また改めて坂本議員に具体的に聞いて、その対策なんかも考えてい

かないかんというふうに、今思うたところであります。  

５番（坂本貞雄君）  

   ありがとうございます。やはり耐震化を進めるには、やはりそう

いうように必要性はわかりながらも、それができるだけ容易にいく
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というか、そういう方向も大事ではなかろうかというように考えま

すので、ぜひ、検討をしていただけたらと思います。  

   それを置きまして、お隣の須崎市を見てみますと、この県の被害

想定では、大変大きいですね。死者が 3,700 人、負傷者 1,000 人、

建物倒壊が 7,400 棟、というように、大変大きな数字になっており

ます。この主な要因としましては、津波によるもので、その死者の、

津波による死者が 3,600 人、負傷者 210 人、建物倒壊 6,200 棟、と

いうようになっております。  

   これを見てみましても、津波の破壊力がいかに大きいかというこ

とがうかがわれますが、私、2013 年 10 月に、南相馬市のほうに復

旧の応援というようなことで行きまして、その現場を見せてもらい

ましたが、まことに津波の被害がすさまじいものだったです。家の

土台だけが残って、あるのは土台だけと。家は全然ない、というよ

うな状況を見て来まして、津波の恐ろしさをひしひしと感じており

ますが、やはり須崎市は、その津波による相当大きな被害が出ると

いうように考えなければならないのではないかと思います。そうい

う意味で、須崎市の復興というのは、容易ならざるものと考えなけ

ればならないというように思うわけでございます。  

四国電力さんと話をすることがございましたですが、須崎のライ

フライン、いわゆる電力の復旧の拠点としまして、佐川町を想定を

しているようです。須崎には、もうその拠点は置きようがない、と

いうことで、佐川の変電所の東側に社宅がございますが、あの社宅

を取り壊しまして更地にしまして、復旧用の資材を置くとか、いろ

いろそういう備えをするというように想定をしておるようでござ

います。  

そして、電気の復旧につきましても、恐らく県外から復旧隊が来

てくれると。どこから来るかといいますと、恐らく愛媛県じゃない

かなというように想定をしておりまして、愛媛からの復旧隊を受け

入れるとすれば、佐川が拠点になる、というように想定をしておる

ようでございます。  

   これは、かなりの人数が、この佐川町に常駐をするというような

格好になることも考えられますので、そういうことも想定をしてお

かなければならないというように思うわけですが、先日、総務課長

が、電力さんとの災害復旧協定を結んだというように言われており

ましたが、それはどのような内容のものでしょうか。お聞かせをい
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ただきたいと思います。  

総務課長（岡林護君）  

   お答え申し上げます。お尋ねの、昨日の、確か中村議員の御質問

に対する回答の中で、申し上げたことだと思うんですが。四国電力

さんとの協定の件でございます。これはですね、先般、四国電力の

中村支店から災害時の電力復旧に関する協力要請が、まずありまし

た。  

その内容は、緊急復旧箇所に至る道路が、土砂等により使用不能

となった場合の早期啓開、啓開というのは開くという意味です。そ

れから、仮設電柱の設置に当たっての町有地の提供や各種申請にか

かる許認可手続きの簡素化、また域内の被害が甚大で復旧が長期化

する場合の復旧要員の出動拠点、それから資機材置場並びに廃材置

場等の確保についての協力要請ということでありました。  

町としましては、この住民生活の安定のためには、電力の早期復

旧が不可欠であるという考えから、全面的な協力を惜しまない旨を

お伝えしまして、４月 26 日付で災害時における電力復旧等に関す

る協定を締結いたしました。  

今後は、今回締結した協定に基づきまして、大規模災害発生時の

電力復旧活動において、適切な連携を図ってまいりたいというに考

えておりますが、内容については以上のようなことでありました。 

５番（坂本貞雄君）  

   いわゆるライフラインの復旧ということで、電力の復旧に協力す

るというのが大変重要なことだろうと思います。そういう意味で、

この復旧の協定といいますか、協定書が結ばれたということにつき

ましては、非常によいことだというように考えます。  

   ただですね、その須崎の復旧につきましては、大変甚大な被害が

出るというように想定をしておりまして、そこの拠点を佐川に置き

たいというような考えが四国電力にはあるようでございますが、四

国電力の今までの経験で言いますと、復旧の資材や食料、水などは、

四国電力が自前で調達をするというのが、もう当たり前になってお

りまして、これは自分で調達すると思いますが、この復旧がですね、

長期にわたった場合とか、流通の問題とか、いうようなことで、こ

の食料、水などについてもお互いに融通をしあわないかんようなこ

とが考えられるということもありますので、やはりそういう不測の

事態に備えましての協議も、この電力復旧ということだけでなしに
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ですね、事前に話し合いをしておくことは非常に大事じゃないかな

というように感じましたので、ひとつ問題提起としまして発表さし

ていただきたいと思います。これは答弁が要りません。  

   ただ、今度の南海トラフ大地震におきましては、須崎市が非常に

大きな損害を受けるということが想定されますので、それに対して

自治体間の応援としましても佐川から、どういうように須崎市を応

援をしていくかということも大きな課題になろうかと思います。そ

ういう点も含めまして、事前の協議も必要じゃないかなというよう

に考えますので、ぜひ、御検討いただきたい、いうように考えるわ

けでございます。  

   もし、町としてのお考えがございましたら、お聞かせをいただけ

たらとは思いますが。  

町長（榎並谷哲夫君）  

   お答えいたします。これは、須崎市のお話が出てまいっておりま

すけども、御案内のように須崎市は、数々、地震によって大きな被

害を出してございまして、この先だっても３メートルの津波がきた

ということですから、あそこは地形的にも大変厳しいとこであると

いうふうに私も認識をいたしております。  

そうした中で、四国電力さんが、そういった形で、佐川町には電

力所があるということが、これがまぁ従来から大きな、やっぱりポ

イントになろうかと思いますけども、それを越えて、やっぱり再度

佐川町に協力要請というような話が、今総務課長からお答えしたと

おりでございますけども。  

私、やっぱり、お互いに助け合うという意味では、今、御案内の

ように、北海道の北見市、そして鳥取県の南部町とは、そういうお

互いの災害の救助協定というのを結ばしていただいておりまして、

これも、遠隔地であるがゆえに効果があるかなぁというには思って

おります。  

ただ、近隣も、やっぱりそういった意味では、やっぱり我々が助

けてもらわないかん場合も出てくるし、また、できることがあれば

ということ、これはお互いにやっぱり共通の認識として持っていか

なければならない問題じゃなかろうかなと思います。  

かつては、須崎市は、お隣りの津野町とそういう協定結んだとい

うふうに報道されておりますけども、私は、隣の須崎市は非常に、

494 号で結ばれたということもございまして、従来から須崎の、い
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わゆるお魚の文化というのは、昔からずっと文化がございますから、

そういった意味では、また事前に市長さんとも、そういう議会の議

論があったということも踏まえて、ちょっとそのへんのことも、や

っぱり進めていったらいいかなぁというに思っております。  

ぜひ、お互いに、いざというときには「助け、助けられ」という、

いわゆる結の気持ち、あるいは尾﨑知事が実証した「高知家」、こ

うした意識をお互いに持つことが、これから大きな災難に向かって

の、お互いのやっぱり「きずな」になっていけばいいなというに考

えております。以上です。  

５番（坂本貞雄君）  

   これはやっぱりお隣同士ですので、困ったときには助け合うとい

うことで、これが非常に大事だろうと思います。ということは、や

っぱり日ごろの、そういう協議といいますか、話し合いの場がいる

んじゃないかなぁとも思いますし、ぜひ、それを進めていただきた

い、いうことをお願いを申し上げまして、この質問を終わらしてい

ただきます。これで全部の質問を終わります。ありがとうございま

した。  

議長（永田耕朗君）  

   以上で、５番坂本貞雄君の一般質問を終わります。  

   引き続き、８番松本正人君の発言を許します。  

８番（松本正人君）  

   ８番、日本共産党の松本でございます。通告に従いまして、質問

をさせていただきます。  

   まず、きょう質問する項目は、いつもからいうたら、ちょっと多

いほうですけれども、できるだけ全部済ましたいなと思っています

が、国保税の負担軽減の問題とか福祉にかかわる問題も入っており

ます。そこで、今の佐川町を取り巻く情勢といいますか、について、

若干話をしたいと思います。ほんとに若干。  

   ことしの３月議会で、いわゆるアベノミクスのことについて、そ

のときも若干申し上げさせていただきました。３本の矢とか言いま

して、経済政策を打ち立てたわけですけれども、私は、３月議会の

ときに、これは、バブル経済をあおるものであるというふうに申し

上げました。そして、バブルの後には何が来るかということは、も

う既に経験済みだという話もしたと思います。  

   アベノミクスとなるものがですね、世間に言われてから、ここ半
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年、確かに、株価が高騰いたしまして、これを安倍首相は、景気が

ええ、とこういうふうに言うてるわけですけれども、けど、参議院

選挙を前にして、このアベノミクス効果が庶民に届くのは、もうち

ょっと待ってくれというようなことをですね、安倍首相自身が言っ

てますので、安倍首相自身、この効果が庶民に届いてないというこ

とは、認識されているのではないかというふうに思います。  

   それどころか、最近は株価が大暴落し、また上がったりというよ

うに、乱高下を繰り返しているということで、まさに、制御不能と

いう状況になっているのではないかと思います。  

   そもそも、資本主義の社会ですから、当然、投機というものがあ

って、それが行われる限り、バブルというのは起こると、これはあ

る意味、避けられないものだというふうに思っております。しかし、

それを政府があおる。このことは、やってはいけないことだという

ふうに、私は認識しているところです。  

   この間、株価高騰時代やと思いますが、日本で一番資産を増やし

た人は、ユニクロの社長及び家族だと言われております。約１兆円

の資産を増やしたというふうに言われております。この半年間を時  

給に直すと、時給２億円だそうです。これだけの資産を、一方で増

やして、一方で、我々庶民というのは、去年の数値から言いまして

も、逆に所得は減ってると、こういう状況だそうです。  

 こういった中で、さらに政府が進めようとしているのは、例えば、

今、派遣労働法が拡大されて、非常に正規労働者が少なくなる。若

者の不安定な雇用が続く。こういったものが社会問題化されていま

すけども、それをさらにですね、例えば、土着の労働者、土着とい

いますとか、まぁいうたら地域で働く労働者、そういった人たちに

ついてはですね、会社がもし閉鎖した場合は、自由に首が切れると

いうことを法制化しようとしております。また、その一方で、世界

をまたにかけてグローバルに仕事をする社員、ホワイトカラーの

方々ですけども、こういった方々も、いわゆる残業代は出さなくて

いいと。サービス残業オーケーというようなことも法制化しようと

しております。大変なことになる、ではないかというふうに思って

います。  

 こういったことをしながら、一体、今の政府の顔は、どこを向い

ているかというのは、私の目からも明らかやというふうに思ってお

ります。  
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 そういった政治情勢の中で、先ほど、坂本議員からもありました

けれども、消費税の引き上げというものが予定されていると。これ

は、景気がよかった場合ということが条件ですので、今のところ、

そのバブル景気を踏み台にして、景気がええからということを言お

うとしてるんだろうと思いますけど、これがもくろみどおりいくの

だろうかということでもございますけれども、いずれにせよ、今の

消費税引き上げというのは、断固、阻止していかなければならない

という立場をとっているところです。  

 その消費税引き上げ、あるいは、社会保障の切り捨てというもの

が、これから進めようとされているわけでございまして、ますます

庶民の暮らし向きというのが、これからの情勢を見たときに、非常

に厳しいものが予想されるというふうに考えております。  

 そういった中で、本題に入っていきますが、国保税の問題でござ

います。本町の国保の財政ですけれども、ここ数年、国保基金の取

り崩しが行われて、これが経常化されつつあるというようなことで、

３月議会でもこのことが質問して、そして課長から答弁がありまし

た。場合によっては、年内にも、ま、年内になるのか来年になるの

かわかりませんけれども、基金が枯渇する、そういったような情勢

になるやもしれないと、そういうことが言われておりました。  

 まず、このことについて、現在、国保の会計について、どういう

ふうな認識を持たれているのかを、まずお聞きしたいと思います。 

町民課長（横山覚君）  

   お答えいたします。３月議会でも御説明をさせていただきました

が、24 年度が予算的に、そのままいきますと、大体１億円ぐらいの

基金残高になりまして、25 年度の基金からの切り崩しが大体 5,000

万ぐらい見込んでおりますので、25 年度がその予算どおりいきまし

たら、25 年度末にはですね、4,500 万から 5,000 万円の基金残高と

なります。  

   しかしながら、単年度収支で大体 5、6,000 万の赤字が続いてお

りますので、ひょっとして 24 年度の基金の決算でですね、快方に

向かわなければですね、基金の関係で、国保税のその財源の確保に

ついて検討を早急にする必要が出てくるというふうに考えており

ます。  

８番（松本正人君）  

   答弁のとおりだろうと思いますけれども、これは、片っ方では医
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療とのかかわりがありますので、生き物ですから、そのとおりにな

るかどうかというのは、やってみんとわからんというところはあり

ますけれども、基金が枯渇して、それを補う施策をですね、とらな

ければならない事態が生じるかもしれないと、こういうことでござ

いますけれども、これはですね、この後で予定してます中学校卒業

までの医療費無料化の問題とも深く関係してきますけれども、この

問題について、町長としてはどういうふうにお考えなのか、お伺い

したいと思います。  

町長（榎並谷哲夫君）  

   お答えいたします。国保税につきましては、先ほど議論ございま

したように、大変運営が厳しくなっておるという状況は、御認識を

いただいておると思います。  

   国保税の運営、国保の運営の協議会のときにも、将来に向けての

議論がございます。他の市町村でも、一般財源から補填をする、あ

るいは国保税を上げる、そういういろいろの方法が議論されており

ますけども、これは、これから、今それぞれ町の、それぞれの単独

というか、その国保というのは、佐川町の国保税でございますから、

今のところは、私たちで判断をしなければならないというに思って

おりますけれども、この議論につきましては、国、県で、全体的な

議論が、大きな、大きな課題としては、統合とかいろいろな問題が

ありますけども、差し迫っては、これが枯渇することになりますと、

国保税上げるか、あるいは一般財源からその補填をしていくか、こ

の２つに１つだと思います。それは、これから議論の中で、町民の

皆さんの選択肢がどうなるかというのは、これから問題です。  

いずれにしても、負担というのは、国保に加入する人が負担をす

るのか、全体で、町民全体でそれを補填をしていくのかということ

は、これから大きな議論の対象になるんじゃないかというふうに考

えておりまして、これは、今ここで一般財源で、もし足らんときに

は一般財源で導入するというふうになかなか言い切れない部分も

ございますし、さりとて、どんどんどんどんその保険税を上げてい

くということについても、これは、いろいろの問題があろうかとい

うふうに思っておりまして、これから、これは、今、医療費の膨ら

んでくる問題も含めて、これから大きな、やっぱり議論がされなけ

れば課題であるというふうに、今のところ私は認識をいたしており

ます。  
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８番（松本正人君）  

   これからの論議を待つと、こういう答弁であったと思います。そ

こでですね、国保財政についてですけれども、国保財政というのは、

いわゆる国保税を取りまして、徴収して、国保の被保険者から徴収

をして、運営をしていくというのを基礎にいたしまして、それじゃ、

けど足らないので、国からも財政措置がされております。これを、

財政安定化事業というそうですけれども。そして各自治体におきま

して、いわゆる基準財政需要額という考え方に相似しているんでは

ないかと思いますけれども、その規模に合わせて国が算定をして、

交付をされると、こういう形になってるそうでございます。これが、

いわゆる財政安定化事業の中で、基準額というのが定められており

まして、その基準額というのがですね、佐川町の場合、これ平成 11

年度ですけれども、3,100 万余りというふうに聞いております。  

   しかし、これがですね、その基準額の実は８割を国が出すという

形で、後の２割は町で賄ってくださいよと、こういうことになって

おります。しかし、佐川町の場合はですね、町から繰り入れをして

いるのが、いわゆるこの８割分ですから、国が想定した国からきた

お金しか繰り入れがされていない。そして２割分というものが、だ

から繰り入れをしてないということになるんですが、これはどうい

う理由でそういうことになっているのか、お伺いしたいと思います。 

総務課長（岡林護君）  

   お答え申し上げます。今、議員がおっしゃったのは、2011 年度の

資料ですかね、それをもとにして、それでいくと佐川町が 3,100 万

余りの、これは基準額ですか、財政安定の。それに対して繰入額が

2,400 万余りと。今年度に関していえば、これは国保の 25 年度の予

算書で見るとですね、財政安定化事業繰入金が 2,200 万余りという

ことです。  

   それで、この 2,200 万余りというのは、恐らく、先ほどおっしゃ

ったような８割分に該当すると。それではなぜ 10 割にしてないか

ということについてはですね、ちょっと、今、お手元のその 11 年

度の資料を見ましても、かなりの団体がですね、８割ですね。で、

10 割のところもございますけど、極めて少ない状況です。  

   ただ、その理由をどうかと問われましても、ちょっと私も従来か

らこういう形でされているということもありますんで、申しわけな

いですが、明確なお答えは、すいません、この理由ということにつ
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きましてはですね、ちょっとお答え申しかねますが、ということで

ございます。以上でございます。  

８番（松本正人君）  

   確かに、県下 20 今、４自治体でしたかね、34 自治体ですかね、

ですけれども、その内、いわゆる 10 割で町が出す、自治体が出す

分もしっかり出して繰り入れをしていると、いうところは少のうご

ざいます。  

   例えば、やっているところ、いの町、それから四万十町、それか

ら津野町、ぐらいですかね。あと土佐清水もそうですか。土佐清水、

それから四万十市、それから土佐市ですか。あと室戸市もそうです

ね。それを除くところはほとんど、北川村も全部出してますか。そ

ういうような形ですけれども、いわゆる 10 割分きちっと繰り入れ

してるというところと、そうでないところと分かれてるわけです。 

   それでですね、けれどもこれは、要するに国がですね、２割は、

まぁ言うたら「地元で出してください」と言っているわけですから、

これを繰り入れてですね、いわゆる何のペナルティもないと、こう

いう性格のものではないかというふうに思います。  

   そこでですね、法定外繰入というものがございます。我が町にお

いて法定外繰入というものがありますけれども、これについて説明

していただきたいと思います。  

町民課長（横山覚君）  

   御説明いたします。一般会計からの繰り入れといたしまして、法

定繰入、それから法定外繰入がございますけれども、法定繰入につ

きましては、保険基盤安定繰入金、これについては所得で７割、５

割、２割と減額された分の残りを繰り入れていただけると。それか

ら職員給与とかですね、それから出産育児一時金に対する繰入金、

それから先ほど議員がおっしゃいました財政安定化支援事業繰入

金等がございまして、このほか法定外繰入といたしましては、地方

単独事業というのがございます。内容的には、福祉のほうがやって

おりますひとり親とか、それから乳幼児、幼児、それから小学生以

下医療の無料化とかいうことでございますが、そういう一般的な町

の施策によってですね、医療にかかりやすくなったということにお

いては、医療費が高騰すると、その分については国のほうからいた

だける負担金が少なくなるよと。ですから、少なくなった分につい

ては、町の一般会計から補填をしてくださいよ、というふうなこと
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が法定外繰入の内容になっております。以上です。  

８番（松本正人君）  

   要するに、その法定内繰入というのと法定外繰入というのに大き

く２つに分かれていまして、先ほども言いましたように、国が想定

して、「うちがこればぁ出しちゃおけんど、あとの分は自分くで何

とかしいや」とかいうていうがは、国が、そういうて言いゆうわけ

ですから、出して怒られるようなことはないわけです。  

   しかし、国が想定してない、先ほども言いましたように、ここで

は、私、中学校卒業までの医療費無料化というのをずっと言ってま

すけれども、今、県では、小学校入学時までという保障されており

ますけれども、それに加えて小学校、中学校ということが各自治体

でやっております。  

   これは、国に言わしたら、「いらんことするな」と、こういうこ

とになっちゅうわけです。国にいらんことするなと言われて、それ

でペナルティを課せられてですね、さらに余分なお金が要ると、こ

ういう形になっているというのが法定外繰入ということで、ペナル

ティ分というふうに考えたらええと思います。  

   このこと自体、「ほんとにけしからんなぁ」というふうに思うわ

けですけれども、国がしないからですね、だから自治体としても、

しゃあなしにない金を絞って、こういう施策をしてるというのに、

さらに追い打ちをかけてけしからんいうてペナルティを課すと、ま

さに今の国の姿勢そのものやろなぁと、こういうふうに思います。 

   けれども、この法定外繰入というがはですね、先ほども言いまし

たように、2011 年度で言いますと、900 万ということになっており

ます。  

先ほど言いました法定内繰入ですけれども、この 11 年度で言い

ますとですね、大体 600 万ぐらいなんです。だからそういう意味で

言うたら、法定外繰入のほうが、今、よけ出しゆうということにな

りはせんかというふうに思いますけれども、先ほども申し上げまし

たように、まずはですね、今、国保財政というのは、非常に苦しい

状況ですから、この法定内繰入はですね、しっかりやっていくべき

ではないかというふうに思うわけですけれども、それはどうお考え

ですか。  

町長（榎並谷哲夫君）  

   お答えいたします。国保の運営については、大変厳しい問題が山
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積しておるという中でございます。今、だんだん議論ございました。

法定外、法定内という話がございました。その中で、先ほど、お話

さしていただいたように、これを今後、国保を、どういうに運営し

ていくかという中で、今の問題もきちっと議論をしていかなければ

ならないなぁというに思っております。  

   今ちょっと私も、今、２割を何で入れなかった、ということ、総

務課長も明確に答えができない、そして、いわゆる従前の流れで来

たというに私も認識をいたしておりまして、今後、このことにつき

ましても、一財をどういうに導入するかという問題も含めて、この

ことも議論をしていかなければならないというに思っております。

以上です。  

８番（松本正人君）  

   これ、財政の考え方に通じてきますので、そのことについてはち

ょっと後で申し上げますけれども。そこで、中学校卒業までの医療

費無料化。このことは、ずっとこれまでも町長に要求をしてきて、

そのたんびに、簡単に言うたら、蹴られてきてるわけですけれども、

これは町長のこれまでの答弁ではですね、財政の問題ではなくて、

中学生が子供であるかないかとか、いうような話であったと思いま

すけれども。いまだにそのお考えは変えておられないのか、まずお

伺いしたいと思います。  

町長（榎並谷哲夫君）  

   お答えをさしていただきます。これは、ずっとこの議場で、松本

議員とは、これ、意見のすれ違いじゃなくて、やはり私は、少子化

対策の一環として、先ほど、国からペナルティまでもらいながら実

施してきた経緯というのは、先ほど来議論がありましたように、御

理解をいただいておるんじゃないかというように思っております。

私が、最初に少子化対策をして、国もいろいろやってますけれども、

なかなか効果が上がらない。だから地元としては何ができるか、と

いうことで、一部の若いお母さん方の御意見も踏まえながら、この

小学校までも踏み込んだ経過がございまして、そのときに、中学生

はという議論がありますけれども、やはり中学生になりましたら、

もうやはり、もう若干大人の部類に入るということで、これは、少

子化対策の外に、私としては考えていきたいということで、ずーっ

と答弁をさしていただいておりまして、このことについては、今で

も基本的には変わってはございません。  
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８番（松本正人君）  

   ここまで国のやり方に対してですね、私もいろいろ批判をしてき

ましたけれども、その国でさえですよ、少子化対策の一環として高

校までの授業料の無料化とかいうことをやってきたわけです。  

   そういうことで言ったらですね、町長と国との考え方というのは

乖離があるんじゃないかなぁというふうに思いますので、まず、指

摘をさせていただきたいというふうに思います。  

   先ほど、少子化対策という話が出ましたので、私もこれ言うこと

言おうかなと思うちょって言うこと忘れちょった、思い出させてい

ただきました。昨日、松浦議員からですね、不妊対策ということで、

少子化対策の最重要策であると、こういう話がございました。この

不妊対策についてはですね、大変重要な問題でありますし、ぜひと

もこういった方々に対してよね、援助をしていくということは、確

かに重要な課題であろうというふうに思います。  

   しかし、少子化対策というのは、むしろ私はですね、いわゆる、

今生まれた後のほうですよね、ではないかというふうに思っており

ます。で、なぜ、少子化というものが生じてきたかということを考

えた場合に、近年ではといいますか、近代ではといいますかね、多

分けど日本の歴史が始まって、だと思いますけれども、いわゆる団

塊の世代と言われる方々が、人口が爆発的に増えた最も今までのピ

ークではないかというふうに思います。私より一回りぐらい上の方

ということになるわけですけれども。そこをピークにしまして、ど

んどんと人口が減ってきているというのが現状です。  

   私も減ってくる中での世代でございますけれども、その私も佐川

中学校を卒業しておりますけれども、同学年の卒業生が 141 か２人

ではなかったかと思います。けれども現在は、８、90 人というのが

佐川町の一学年の数ということになってますから、私の時代から比

べてもですね、随分と子供の数が減ってきているということが、こ

れからもわかるんじゃないかというふうに思います。  

   私、この間偶然にですね、「私は二才」というＢＳプレミアムシ

ネマというＮＨＫのＢＳ番組がございますけれども、昭和 37 年の

映画です。２歳の子供を育てる夫婦の話といいますか、主演は夫婦、

夫のほうが船越、あの「おもてなし課」の親父さんですね、船越英

二さん、それから奥さんのほうが山本富士子さんということで、が

主役の映画です。昭和 37 年で、「私は二才」という子供さんですか
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ら、私と同い年ぐらいという想定ですけれども。その方が、まさに、

団地暮らし、公団住宅みたいなところでしょうかね、で、核家族化

されたところで生活をする、一方で、親と一緒に子供を育てる家庭

もあって、そういった中で、いろいろこう、やりとりがあるという

映画でございます。  

   いわゆる、それまでの社会というのは、農家型の大家族、これか

ら子供さんが、どんどんと都会へ出かけて行って、いわゆる核家族

化をしていったというのが、社会が、そうなっていったということ

は事実ですので、そういうこと。そういった中で、さらには、女性

の社会進出があって、この社会進出による晩婚化ということが言わ

れております。  

   さらには、冒頭にも言いましたけれども、現在では、労働力市場

がですね、買い手市場になっておりまして、実際、本当はそうじゃ

ないがでしょうけんど、事実上はですね、労働力が余っているとい

うような状況になってると。子供さんが少ないにもかかわらず。こ

ういった社会的要因というのが、少子化というものを生んでいると

いうふうに考えるべきではないかというふうに思ってます。えいと

か悪いとかは別にいたしまして。  

   確かに、そういった核家族化とかそういったことによって、高度

経済成長を支えていったということが事実ですけれども、逆に言っ

たら、そういったことに対するインフラ、経済学的に言いますと、

この子供対策というのは、いわゆる労働力の再生産というわけです

けれども。難しい言葉ですけれども。これが、対策が遅れていると

いうことではないかと思います。  

   ですから、今、保育をめぐる問題とか、いろいろあるわけですけ

れども、そういった社会資本、またそれから社会意識の不足、会社

で理解が得られないとかですね、せっかく法律で育児休暇とか、そ

ういったものが法律で認められていても、実際には、なかなかそれ

をとることができないとか、いうことがございます。こんな問題が

多角的に作用して、子供がなかなかつくりづらいと、産みづらい、

つくりづらいと、こういう状況になっているというのが現状だと思

います。  

   ですから、それを、できるだけ、私もこの中学校卒業までの医療

費無料化でこれが全部解決するとは全く思っておりません。しかし、

できるだけ、そういった施策を少しでも手助けしていくことによっ
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て、何とか、その子育てをしていこうという方々のですね、助けに

なっていかなければならないと、こういうふうに考えているところ

です。  

そういう視点で、ぜひ見ていただければですね、中学校卒業まで

の医療費無料化というのはですね、小学校卒業までの医療費無料化

よりも財政的にもそんなに難しいことではないですから、しかも県

下の、もう既に 24 か 25 自治体では、中学校卒業までの医療費無料

化が行われております。そういう意味で言うたらですね、佐川町は

もう後進自治体になっているということなんですが、そこをやっぱ

りきちっと理解していただいて、考えを改めていただきたいと思い

ますが、どうですか。  

町長（榎並谷哲夫君）  

   お答えいたします。少子化対策につきましては、ほんとに厳しい

現状じゃないかなと思います。これには、今、松本議員がおっしゃ

られたさまざまな要因があると思う。これはまず、社会環境の変化、

これは大きなもんが私はあるというふうに思っております。  

   そしてもう一つは、やっぱり先ほど来議論がありました男女共同

参画のような形で、女性の職場の進出が大きく飛躍してきた。それ

に反して、一部、例えば育児休暇だとか産休、これは保障された大

企業あるいは公務員あたりは、されておりますけど、大部分の中小

企業については、このところが若干やっぱり厳しい状況かなという

に思っておりまして、これはかけ声だけの形で進んできております。 

そしてもう一つは、社会生活でのエネルギー、これは生活費でご

ざいますけども、これも生活様式が変わることによってだんだんと

膨らんでくる。そしたらどうしても、かつては男性だけで生活支え

てきたものが、やっぱり男女共同で、生活費もやられるというな、

そういうに大きく、社会変化がする中で、だんだんとやっぱりこう

いうふうになってきた。  

そしてもう一つは、晩婚化ということもあろうかと思いますし、

そして晩婚で結婚して子供をつくる人も、恐らくこれは結構ですけ

ども、これがなかなか結婚しないという、いろいろなさまざまな要

因があると思います、この少子化については。で、国もやっきにな

って、いろいろの施策を講じてきております。  

これは、一つは、男女雇用均等法、これは女性にもきちんと権利

を与えながら保護もしていくというな形もとっておりますけども、
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それが功を奏してない中で、先ほど申し上げました小学校の子供た

ちが心配して、というなことを若干でも緩和するということで、国

からペナルティを受けながらでも、議会の皆さんの御協力をいただ

いて、……ました。  

中学校については、これは少子化の一環では、それはあると思い

ます、それは。だけど、その私の思いと、松本議員の思いと、この

少子化の大きな流れは一緒ですけども、今、その医療費の無料化に

ついては、若干やっぱりあると思いまして、なかなかここで、じゃ

あ無料化というのは、後進だけれどもやろうかというには、なかな

かよう申し上げれませんので、私も、あと４カ月の命でございます

から、なお、この問題につきましては、後任の、どなたがなるか別

にしまして、ぜひ、議論をまた続けていっていただきたいなぁとい

うに思ってます。  

決して、その松本議員の意見に反して、固持して、私が意地をも

って、これに絶対いかんというふうには考えておりませんので、い

ろいろ議論を尽くしていただきたいなぁというに思っております。

以上です。  

８番（松本正人君）  

   中学校までの医療費無料化というのは、私もいろいろと、こう、

理由をつけて言ってますけれども、本当の目指すところはですね、

中学校とか小学校とか、大人とか子供とか、お年寄りとか、そんな

こと関係なく、医療というものは、全ての人が押しなべて、お金が

ある、ないにかかわらず受けられる、そういった制度にしてなけれ

ばならないというふうに考えてるのが、基本的な考え方です。  

現実的にはもう、ヨーロッパなんかではですね、そういったこと

が実現しているところもありますし、日本の歴史を見ましても、い

わゆる革新高揚期と言われた 1960 年後半から 70 年代にかけて、前

半にかけてですね、70 歳以上のお年寄りの医療費無料というがが、

多くの自治体で実現をすると、こういうことが歴史的にもあったわ

けです。  

後には、またいわゆる保守勢力の巻き返しによりまして、事実を

言ってるんですよ、自治体の首長が、まぁ言うたら保守勢力にどん

どん変わっていったんですから。その中で、年寄りは病院へ来て、

くちゃくちゃしゃべって医療費の無駄だと、こういうようなことが

蔓延しだして、まずお年寄りの医療費無料化というのがやまりまし
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た。それから、いわゆる現在、前は、社会保険にしましても１割負

担やったものが２割、３割と、こういうことになっていってますし、

どんどんどんどんこう、負担が重くなって、なかなか医療が受けら

れない、現在では国保税を払っている人も払えなくて、保険証がも

らえないという方々、低所得者層がたくさん出てきているというの

が現状なわけです。  

こういったことも、しっかりと、本当は国で施策をしていかなけ

ればならないと、こういうふうに考えている中で、せめて、少子化

対策ということで、これは子供の応援、親の応援というような形で、

子供を育てておられる家庭というのは、非常に現状厳しい、財政的

にも厳しい人がたくさんおりますので、この間もＮＨＫでやってま

したけども、子供の貧困化というのは大変な問題になっています。

この問題にしても、例えば、信じられん話ですけれども、子供が御

飯を食べるのは給食のときだけ、とかいうのがほんとに一部だけじ

ゃなくて、大変な問題になってます。ぜひ、私ビデオも撮ってます

から、ＮＨＫの番組ごらんになったらえいと思います。そういった

中で、できるだけそういったことをしていきたい、と。自治体で努

力をしていくべきだという話をしています。  

そこで、お伺いいたしますけれども、この国保財政の基金という

のは、ずーっとこれから今取り崩しをしてきているわけですけれど

も、そしたらですね、いわゆる財政調整基金、これは、ここ５年ぐ

らいで構いませんけれども、どういう推移をしていってるのか、お

伺いしたいと思います。  

総務課長（岡林護君）  

   お答え申し上げます。この財政調整基金というのは、一般会計の

ほうの財政調整基金ということですね。この５年間といいますか、

数年、結果的に７年ぐらいですか、の推移をちょっと申し上げます。

平成 18 年度で、財政調整基金の残高が８億 700 万余りです。それ

から平成 19 年度が 10 億 4,000 万余り。それから 20 年度が 13 億円

余り。それから 21 年度が 16 億 4,000 万余り。22 年度が 21 億 5,000

万余り。それから 23 年度末で 21 億 6,000 万余り。24 年度末で 22

億 8,000 万余り、と順次今申し上げましたように金額は順次、こう

右肩上がりで、残高は増えてきているという状況です。  

８番（松本正人君）  

   ７年前ぐらいからですね、約３倍にも財調がなろうとしていると、
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こういう状況です。これは、先ほど国保財政の 6,000 万とかていう

金額じゃなくてですね、もっと大きな金額が、ずーっと貯金が積み

増されてきてるというのが現状でございます。  

   そういう意味では、そういう意味ではですよ、佐川町にはしっか

りとした財源があるというふうに私は捉えております。ですから、

やろうと思えばですね、今言ったような施策というのは、そんなに

難しいことではないというふうに私は考えておりますが、どうお考

えですか。  

町長（榎並谷哲夫君）  

   確かに、大変、町民の皆さんにも御辛抱いただきながら、やるべ

きはやりながら、財政調整基金も、おかげで、潤沢とは言えなくて

も、先ほどお話がありましたように、若干は蓄えも出てきたという

状況でございます。ただ、それがあって、これから町の財政が大変

豊かになって、何でもできるという状況には、私は、ないと思いま

す。  

そうしたことで、先ほど来、話がありますように、確かに、中学

生までの医療費無料化にしまして、額にしましても 600 万くらいの

もんですから、その貯金の 21 億から比べたら、それは、その中で、

議員のおっしゃる何もないやないかというお考えかもわかりませ

んけども、やっぱり行政を運営していくには、やっぱりきちっとし

た理論、そうしたものを持ちながら、将来へ向けて、やっぱりきち

っと財政力も強化をしながら、そして、何を、これから町としてす

べきかということも、きちっと、これはお互いに議論をしながら、

踏まえていかなければならないというに思っておりまして、貯金が

あるから何でもできるというふうには、私は、なかなかよう考えな

いところがございますので、御理解願いたいと思います。  

８番（松本正人君）  

   私が聞いたのは、貯金があるから何でもできるとお考えかと聞い

ておりません。今言ったのは、考え方の違いは、先ほどから言いま

した。考え方の違いも問題じゃないがです。ただ、この施策をする

のに、そんなに難しい、するとしたら難しいことかよ、と。財政的

に、非常に大変な、困難なことかよということをお聞きしたがです

けど、どうですか。  

町長（榎並谷哲夫君）  

   お金の多寡でいいましたら、そのとおりだと思います。ただ、国
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保の問題につきまして、中学校の医療費の問題につきましては、私

の考え申し上げておりますので、国保の運営の問題につきましては、

先ほど来申し上げましたように、これはきちっとやっぱり、これか

ら議論していく問題であるというふうに考えております。  

８番（松本正人君）  

   よくわかりました。それでは、次の質問に入りたいと思います。 

   霧生関公園の問題について、御質問します。  

   この問題は、もうずーっと私も一般質問で取り上げておりますの

で、今さら、余り細かいことをいうつもりはございませんけれども、

先ほど今橋議員の質問の中でもありましたので、若干の復習もして

おきたいと思いますけれども。  

   で、これはですね、いわゆる和田町政の時代にですね、国体の事

業としまして、サッカー場を建設すると。そのときに出る残土をで

すね、現在のその霧生関に持っていくということが事業の発端だと

いうふうに私は認識しております。  

   そのときは、町長もおっしゃったように残土捨て場という形やっ

たわけです。それが公園事業というふうになって現在に至ると、こ

ういうことでええのではないかというふうに思います。  

   しかしね、もともとが、けんど残土捨て場ということから入って

いったわけでして、途中で、いろいろ頓挫したような状況になった

ということについては、これまでも言いましたので、もう云々は言

いません。しかし、私は、いまだに思ってるのは、無理やりこれを

ね、やっぱり公園にせないかんという理由はもうどこにもない、と

私は思っております。町民もずーっと、この問題については「あそ

こにそんな金をかけて公園がいるかよ」という声が大半なわけです。

ここを見誤ったらいかんと思いますよ。  

   先般、議会と、それから住民との懇談をされましたけれども、や

っぱり多く出されたのがこの問題でございます。ですから、私の質

問の題目にもですね、説明と謝罪というふうに書いておりますけれ

ども、説明は、してくださいということを、ずーっと言うてきまし

た。謝罪と言うたのは、ひょっとして初めてかもしれません。ちょ

っと記憶にないですが。  

   で、謝罪というのはですね、もう、はっきりしてきてるからだと

いうふうに思うわけです。なぜか。ずっと言ってきましたけれども、

本来は、もう既に、これ、町長の政策の中でも最低ですよ。やるよ
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ばんと言いましたけど、やるとしても、もう完成しちゅう予定なん

ですよ。それが完成してない。その理由が、地権者との問題と、こ

ういうて言うわけでしょ。こんなのはね、とっと前からわかっちょ

った話です。とっと前から。わかりきった話やのに、それが解決で

きないから「できませんでした」というのはですね、これは謝罪に

当たると。私は、最低でもそれは思います。  

   それとですね、まだ、いわゆる火薬庫の問題も、これも解決する

と言いましたけれども、どんな解決をするのか、と具体的なことは

聞いておりませんし、恐らくですね、解決するとしたら、そんなに

簡単にですね「はいはい、のいてあげましょう」らぁいうていう話

になりませんから、当然「補償どうしてくれらぁや」とか、そんな

話になると思いますけれどもよね、そんなことまでしていかないか

んという事業ではないと、私は思っております。  

   ですから、ひとつこれ技術的なことも含めてですけれども、こう

いった理由があって、なかなかこれが進まないということで、凍結

あるいはですね、取りやめをすると、こういうことで、いわゆる国

からこれまでも交付税措置してもらってますけれども、これも何と

か解決するというような方法での考えはできないのかどうか、お伺

いしたいと思います。  

町長（榎並谷哲夫君）  

   お答えいたします。おっしゃられるとおり、大変道のりが遠ござ

いまして、それにはいろいろ要因がございます。それ一つは、地権

者等のいろいろな利害のこともあったというに考えておりまして、

いまのところ、さまざま形で御協力もいただいて、最終段階にきて

おるということは、先ほど今橋議員にも申し上げたところでござい

ますけども、最後のクリアすべき問題は、火薬庫の移転であるとい

うに思っておりまして、  

   これは、今、その両面、一つは、原因地での何とか、措置はでき

ないか。そしてそれが不可能なら移転先地ということで、これはも

う相手先もございますから、具体的な場所も、今までもあちこち選

定をしながら、努力をしておるところでございまして、今後につい

ては、それを早期に解決をして、先に進めていきたいというに思っ

ておりますけども、先ほど来話がありますように、凍結あるいは中

止ということの御質問でございますけども、これは私としては、ぜ

ひ御協力をいただいて、完成をさしていただいて、そしてできるだ
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け町民の方々にも、確かに、あそこを運動場として、不便な点があ

ろうかと思いますけども、これは、御案内のように、平成 10 年の

段階から、これは公園として設置するということで事業認定を受け

て、公園として整備をするというところまでいって、地元とも協力

を、以前、地権者とも話をしてございますから、これは行政として

は、きちっと仕上げていく必要があるというに私は考えておりまし

て、ぜひ、町民の方々に、今まで紆余曲折があって大変完成が遅れ

たことについては、これは私の不徳のいたすところでございまして、

これはおわびを申し上げなければなりませんけども、これは行政と

してはきちっと仕上げていく必要があるというに考えております。 

   ただ、先ほど、今橋議員にも申し上げましたが、御案内のように、

佐川トンネルの残土を、今、これから入れるということでございま

して、これは 25 年度中には、一応残土の処理は完成するというこ

とでございますから、できたら、その段階までに計画変更まで、ぜ

ひ、完成をして、その次のステップに移させていただいたらという

ふうに考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。  

８番（松本正人君）  

   町長も、自身も言われたようにですね、この事業をずーっと、問

題解決をして進めていったとしても、本年度中の事業にはならない

と、こういうふうに答弁されてるわけですから、今年度中どころじ

ゃない、町長はですねもう９月には、ね、退任されると、こういう

ことを言われてるわけですから、ですから後のことはですね、知ら

んというのは語弊があるかもしれんけれども、そういう状況でやめ

られると、こういうことになるわけです。  

   だから、もうチャンスとしてはですね、あと数カ月しかないわけ

ですから、この数カ月にきちっとですね、飛ぶ鳥跡を濁さず、です

よね。で、町民に、先ほど言いましたように、ただ、遅れたことは

申しわけないじゃなくて、なぜ遅れたのか、どうしてこういうこと

になったのか、しっかりと町民にわかりやすく説明すると。町民、

それ求めてるんですよ。「どうなっちゅうがぜよ、あれは」「どうし

てあんななっちゅうがぜよ」ということを聞きたいわけですから、

それをきちっと説明をして、説明した上で、謝るべきものは謝って

いただきたいと、こういうふうに言ってるわけですから、それをき

ちっとしていただきたいというふうに思います。  

   私が、今聞いたのは、町長の思いを聞いたんではなくて、聞き方
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が悪かったかもしれませんけれども、いろんな障害ができてこれか

ら前へ進まないと、その障害が非常に大きすぎるということによっ

て、もしやめた、凍結した場合にですね、その国との関係がどうな

りますかということをお聞きしたがですけれども。あんまり答えに

くいような問題であったら、私は後で聞いても構いませんが、どう

ですか。  

町長（榎並谷哲夫君）  

   これは、基本的に、私は、やめるという話はしてございませんけ

ども、やめた場合どうなるかということにつきましては、これは今、

御案内のように、辺地債、債務負担行為を起こしてますから、これ

は、借金した分は、きちっとお支払いをしていく必要があるかとい

うに思っておりますけれども、今、やめる前提で議論をしたことが

ございませんので、とにかく仕上げていくというのが私の使命でご

ざいますから、先ほど御指摘もいただきましたように、私の任期中

には完成というのは、不可能でございますけども、道筋はきちっと

つけていきたいと。砂を蹴って出るようなことは、私としてはした

くないという思いは、ひとつ理解願いたいと思います。  

８番（松本正人君）  

   思いを聞いてるのではないと言いましたけれども、もう構いませ

ん。霧生関公園の問題につきましては、今のやりとりで、十分に後

で議会後報告ができるような状況になったと思いますので、「水の

科学」の問題に移らせていただきます。  

議長（永田耕朗君）  

   先ほど、松本君の発言の中で、町長任期９月という発言がござい

ましたが、10 月でございますので、私のほうから訂正をいたします。 

   ただいま、松本君の一般質問の途中でありますが、ここで食事の

ために、１時 30 分まで休憩します。  

 

   休憩  午前 11 時 51 分  

   再開  午後１時 30 分  

 

議長（永田耕朗君）  

   休憩前に引き続き会議を開きます。  

   引き続き、松本正人君の発言を許します。  

８番（松本正人君）  
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   午前中の終わりの段にですね、間違いを指摘されましたが、９月

までと言いましたけど、言葉足らずでございました。要するに９月

が定例議会ですから、正式にものが言えるのは、そこまでだろうと、

こういう意味で９月と申したわけでございます。もちろん、町長に

は執行権がありますから、この限りではないですから、任期いっぱ

いまで工夫すれば何とかなるかと思いますが。それと、もとへ帰り

まして、先ほどの国保の問題ですが、ちょっと確認が抜かっており

ましたので、国保の法定外繰入ですよね、900 万。このうちですね、

いわゆるペナルティ云々と言いましたけど、ペナルティ分というの

はどういうふうに考えたらよろしいですか。  

町民課長（横山覚君）  

   お答えいたします。ペナルティ分というのは、ちょっと、耳に、

妙に悪いような感じがしますけれども、要するに、佐川町自治体が

独自で、例えば、小学校以下を無料にした場合に、病院に行きやす

くなります。行きやすくなるということは、それだけ医療費が伸び

るということです。医療費が伸びれば、それにかかわって、国から

の負担金が入ってくるんですけれども、自治体が、自分の施策で、

医療費を伸ばしたという格好になりますから、国はその分について

は、余分にあげることはできないよということで減額される。けど、

減額された分については、国保会計に、一般会計から繰り入れをし

てくださいよという仕組みになってます。  

８番（松本正人君）  

   それはまぁ国の考え方をそのまま述べたんやろうと思いますが、

具体的に、その金額で言うてください。  

町民課長（横山覚君）  

   本日、議員のほうからお示しありました地方単独波及増分の予算

が 900 万あったんですけれども、それにつきましては、ほぼ、とい

うか同じく同額が決算で上がっております。  

８番（松本正人君）  

   要するに、ペナルティ分が、ペナルティというと国の、町が痛い

というよりも国が耳に痛いということやろうと思いますが、分が

900 万と、こういうことであろうと思います。  

   それでは「水の科学」の問題についてお聞きをしたいと思います。

「水の科学」というふうに言いますけれども、何のことぜよ、と。

これは、平成 19 年だったと思いますけれども、いわゆる国際会議
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が佐川町で開かれまして、これがベンチャー企業の育成を目的にす

ると、こういうことで、水の科学研究所が主催の１つであったわけ

です。そういったところから「水の科学」ということだと思います

けれども。  

   このことからですね、この国際会議を開いてから、さらにこれが

発展をしまして、産業高度化技術開発センター事業と、こういうの

が始まっております。この一連の事業はですね、もう既に終わって

おりますけれども、この議会でもですね、何度か、このことについ

て質問をさせていただきました。  

   とりあえず、この事業の立ち上げについて、立ち上げからですね、

経過、経緯、そして予算がどのように使われてきたのかということ

について説明をしていただきたいと思います。  

産業建設課長（渡辺公平君）  

   「水の科学」関係につきましての御質問でございます。お答えい

たします。まず、経過でございますが、議員、今言われましたとお

り、平成 19 年に桜座で、国際大会を開催してございます。新規技

術、ベンチャー企業の育成とかいうことで、世界各国からさまざま

な方がおいでていただいております。  

   これを踏まえまして、この会議を踏まえまして、その後、平成 20

年に、佐川町に産業高度化技術開発室いうのを設置してございます。

そして、大阪大学大学院工学研究科とも連携しまして、水熱を利用

して竹や杉の葉からの液体抽出、防かび剤の製造や焼却灰の固形化、

いわゆるブロック化などの研究を行ってきたところであります。こ

れは、23 年度末まで行ったところであります。  

   その間、また大阪大学の工学研究科との連携の一環としまして、

そこの先生方や、学生方が、佐川町内の小中学生を訪問し、授業を

行う交流授業というものを継続して実施してまいりまして、生徒や

学生の皆様方、大変好評を得たところでございます。  

   それで、予算関係でございますが、平成 20 年度からでございま

す。平成 20 年度からのトータル予算といたしましては、2,097 万ほ

どを支出してございます。以上でございます。  

８番（松本正人君）  

   えらい簡単やったわけですけれども、私がものを言うときはです

ね、時間が制限されておりまして、もう既にこれまで半分以上経過

しております。あと恐らく 20 分ぐらいしかしゃべる時間ないんじ
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ゃないかと思うんですが、けれども、答弁するほうはですね制限さ

れておりません。なんぼでも説明ができるわけです。あんな簡単な

説明で、しょう私は、困りますがね。  

   要するに、2,097 万と、こういうふうに言われましたけども、こ

れはまぁ要するに最初にですね、シルバー人材センターの１階、１

階というか下ですね、あそこを借りて、先ほども言いましたように、

技術開発室を設け、その後ですね四電の事務所跡を使う、そしてそ

こへ臨時の職員も置いたりしたわけですけれども。それと大阪大学

との連携とかあったわけですけれども、そのときに、諸費用が要っ

たと思いますけれども、もうちょっと細かくですね、そのことにつ

いて諸費用を言っていただきたいと思います。  

産業建設課長（渡辺公平君）  

   簡単でございまして、まことに申しわけございませんでした。ま

ず、トータル的なことから順番に年度を追って説明したいと思いま

す。  

   大阪大学関連でございますが、授業料、それと旅費関連で 671 万

余りでございます。それから、産業高度化技術開発室関連で、光熱

水費、電話料等で 302 万余りでございます。建物の修繕費、工事費

等で 156 万余りでございます。  

   それと、開発室への臨時職員等の配置、これは全額雇用対策を県、

国の雇用対策事業を活用したものでございますが、696 万余りとな

ってございます。すなわち、大阪大学関連が 671 万余り。産業高度

化技術開発室関連が 1,100 万余りとなってございます。トータルは、

2,097 万となってございます。  

   それで、年度を追って見てみますと、旅費関連は、21 年度からで

ございます。  

   それから光熱水費というふうに申しましたが、20 年度が 52 万

5,000 円余り、21 年度が 54 万。それから 22 年度が 81 万。23 年度

が 93 万 7,000 円。これは開発室、駅前にあったとき、また四電工

を借りたときの光熱水費でございます。  

   それから修繕費。修繕費につきましては、21 年度が 39 万、22 年

度が１万３千円、それから 22 年度、これは四電工へ移ったときで

ございますが、修繕工事費として、115 万かかってございます。そ

れと、大学関連でございますが、21 年度から 23 年度まで、授業料

が 53 万 6,000 円３年間で 160 万 8,000 円。それから旅費関係は先
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ほど申しまして、大体が以上の内容でございます。  

８番（松本正人君）  

   そのうち、町単独分はどれぐらいですか。  

産業建設課長（渡辺公平君）  

   先ほど言いました、690 万、約 700 万が国、県の補助でございま

すので、1,400 万近くが単独でございます。  

８番（松本正人君）  

   それで、平成 23 年度の途中で、この事業が、やまったというこ

とですけれども、なぜ、やまったんですか。  

町長（榎並谷哲夫君）  

   私から、御答弁申し上げます。御案内のように、この事業につき

ましては、水の科学を主催する先生から、当初申し出がございまし

て、水の科学の主催者の先生から申し出がございまして、佐川町に

何か貢献もしたい、そして自分の持つ力を、という話からスタート

したというふうに、それがスタートでございます。  

   その後、さまざまな、今、課長から説明があったような事業展開

をしてまいったわけでございますけども、その途中に主催する先生

の健康上のこともございまして、若干当初の目標とは違った方向に

いったことも事実でございます。  

   その後、いわゆる最終的には、水の、水熱を利用した固形化とい

うのを目標にして、大阪大学の大学院と連携をして、その研究を引

き継いできたという経緯がございまして、23 年度については、実態

的には、ここでの実験が、一応終了したという形になってございま

す。  

   自然消滅的ではございませんけども、水の科学の主催する先生の

事情もございまして、大阪大学へ引き継いだという経過がございま

して、23 年度で、地元での研究過程は、一応終了したというふうに、

私は理解しております。  

８番（松本正人君）  

   既に報告があっちょったことかもしれませんが、佐川が 10 万の

出資をしてですね、会社起こしに参加しておりますけれども、それ

はどうなりましたかね。  

町長（榎並谷哲夫君）  

   お答えいたします。このことにつきましても、将来、これは水の

科学研究所と合同研究をして、将来、実を上げていく、実は、企業



 

 

174 

起こしということが当時の目標でございましたので、そういったこ

とで、最終的に、企業を起こしたときの利益の配分等、そういった

ものを踏まえて、権利を、町としても交渉するという意味で、投資

をいたしました。  

   いたしましたが、途中でそういう主催する先生方の健康上の害も

ございまして、その水の科学の研究所も、大々的に、なかなか可能

性がないということで途中で、解約をさしていただいて、投資した

額は返金をいただいております。  

８番（松本正人君）  

   ほんとは、細かく総括していただきたいとは思うんですが。で、

阪大との連携の問題等と、ほんとは分けて言っていただければと思

いますけれども、この事業をやったことによってですね、佐川町は、

何が得られたのか、と。そしてその費用対効果はどうだったのか、

ということについてですね、評価していただけませんか。  

町長（榎並谷哲夫君）  

   先ほど、投資した額が 2,000 万ということで、費用対効果、じゃ

あ、これから何を得たかということになりますと、実質的に、何が

し、何がし、を経て事業を起こして、利益を得たと、こういう事実

はございません、今のところはございません。  

   ただ、先ほど課長からも説明いたしましたように、いわゆる人づ

くりの観点からも、大阪大学と提携した間に、先生方にも、あるい

は大阪大学の先生方にも生徒方にも来ていただいて、子供たちの交

流、科学への目覚める、そういう行動、そうしたことには、効果が

あったというふうに考えておりまして、そしてもう一つ、大阪大学

の、いわゆる社会ドクターということで、３年間、職員を派遣をさ

していただきまして、先ほど言うように学費と旅費を使わせていた

だきました。  

それは、この水の科学による、いわゆる灰の固形化、これは、大

阪大学の大学院の田中教授のもとで、大体同じような方向でいくと

いうことで、それの研究を進めてまいりまして、それで最終的には

学位を取るというふうに考えておりまして、このことが、費用対効

果からいいましたら、いわゆる人材の育成の効果というふうに理解

をいたしております。  

８番（松本正人君）  

   町は、お金を使うてですね、その学位を取ったということが、何
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の費用対効果というのかちょっとわかりませんけれども。  

   要するに、その子供たちの科学の関心云々というのは、こじつけ

にしか聞こえんわけですけれども。結局は、最初に言われましたよ

うに、何の効果もなかったというのが実情だというふうに思います。 

   私は、最初にですね、この事業について、最初から反対をしてき

ました。これはね、効果、もしこのことによって何か研究が成功し

て、町長の言われるように何か、それによって町にお金が落ちてく

るということになるかならんかに限らず、この事業はだめですよと

言うたわけです。  

   なぜかというと、自治体はですね、町民の福祉向上、そういうこ

とのためにあるわけですから、そのなんか企業、ベンチャー企業を

起こして、それでもうけちゃおうとかていうのはようね、本来、自

治体がやることではないというふうに私は思っております。  

   そういう意味で、最初から成功しようがすまいが、だめですよと。

さらに、これはですね、前も町長はですね、初めは山のものとも海

のものともわからざったということをおっしゃっていたと思いま

すけれども、まさにそのとおりで、本当にばくちみたいな事業では

なかったかというふうに思います。  

   そんなものに使う余裕は全くないというのが、佐川町の現状では

ないかというふうに思いますが、そこらへんの認識は、どういうふ

うにお考えですか。  

町長（榎並谷哲夫君）  

   お説、それは、松本議員のお説も、これはもっともだと思います。

ただ、企業起こしがいかんということではなくて、やっぱりこれか

ら先に、若者を含めて、この地域で何ができるか、そうしたことも、

やっぱり行政としても、これから模索していく必要があるというこ

とを考えまして、ただ、こちらから、やみくもに手を挙げたじゃな

くて、やっぱりそういう経験者の方、あるいは学識経験者の方が、

町のために何か仕事をもっていって発展をさせたいという、そうい

うお申し出がありまして、それを素直に受け入れました。  

   結果的には、今申し上げたような結果になりまして、成果がまだ、

今のところ形としては見えてございませんけども、やはり人づくり

も一つの、行政の責任であるというふうに思っておりまして、この

ことが佐川町として、これから先に、何らかの形で芽が出てくる。

それが、一つの効果ということに、私は思っておりまして、ただ、
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企業起こしということのみに、これを限ったものじゃないというふ

うに御理解を願いたい。  

結果論としては、先に、焼却灰の固形化ということですから、こ

れは５年先、10 年先、20 年先に、どうなるかは別にしまして、こ

のことが、先に、世の中のためになるような形のものを、学校側と

研究をしながら人材育成にも尽くして来たということで、御理解を

願いたいというに思います。  

   松本議員が、この事業について最初から反対というふうに、私も

認識をいたしておりますけども、何とかやっぱり、方向としては、

人材も含めて佐川町の将来のためになったら、という思いで予算も

使わしていただいたということでございますので、理解願いたいと

思います。  

８番（松本正人君）  

   私は、あのね、研究することは大いにやってもうたらええと思い

ますけれども。それはやっぱり個人の範囲で、ですよね。また、国

とかそういう施策の中で、行政がかかわるとすれば、やればええこ

とだというふうに思います。  

   一自治体、しかもこんな小さな自治体がですね、こういったもの

に取り組むということは全国的にも、妙によう探さんと思いますが

ね。それで、しかもですね、町長のポケットマネーだとかでやるが

やったら別に何の文句も言いませんが、全体で 2,000 万を超える公

費が使われたと。しかも町単独で 1,400 万前後の公費が使われたと

いうことですけれども。  

そしたらですね、今、図書館、新しい図書館を建ててほしいと、

こういう要求が上がってきているわけですけれども。それから、図

書館の問題については、文教のまちにふさわしくない蔵書数だとい

うことで、坂東真砂子さんにもよね、我が町出身の、かなりこう、

しぶいことを高知新聞の紙面上で言われたこともございました。  

1,400 万あったら、どれだけの本が買えるんですか。ね、そっち

のほうがずっと費用対効果としては、高いんではないですか。ちょ

っとね、税金の使い方間違ってると思いますけんど。ちょっとごめ

んなさいじゃあよね、ほんとは済まんような状況やと私は思います

けれども、どうですか。  

町長（榎並谷哲夫君）  

   1,400 万が、投資した、いわゆる今の研究に投資した、人づくり
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した、ということが、実がないので無駄というふうにお思いですけ

ども、それはやっぱり、視点を変えればそういうになろうと思いま

すけども、この水の科学につきましては、いろいろな今の現状、そ

して周囲の人たちの関係、そういったものを全体的にとらまえて、

将来的に、何か世の中の役に立つ、あるいは人づくりに役に立つと

いうふうな形で進めさしていただいた経過がございます。  

   これはまぁ、それぞれ人によってはやっぱり駄目だという、それ

も一つの考えだと思いますけども。一応これはスタート時点からそ

ういう方向性を持って、説明もしながら、そして関係者を巻き込ん

でのこの事業でございまして、私としては確かに、1,400 万町費を

使って、効果がないじゃないかというふうな、これも一つのお答え

だと思いますけども、将来に見て、今のとってきた人づくりが、や

っぱ将来に芽が出ていくということは、これも一つの成果というふ

うに考えまして、また、図書館の蔵書の数と、これと、これはまぁ

てんびんにかけるような議論じゃないんじゃないかなぁ、というに

私は思います。  

８番（松本正人君）  

   町長には執行権がありまして、予算を組んで、それを基本的に議

会が認めて、やってきた事業ですから、法的には何の問題もないと

思います。  

   有権者１万 2,000 おるわけですから、町長と同じような考え方を

持ってられる方もおられようと思います。けれども、今の説明を聞

いて納得される町民は、そんなにおらん、と私は、そう思います。

それで結構です。水の科学の問題については、これで終わります。 

   次にですね、ちょっと順番変えまして、夏場にかけて学校給食等

の食中毒策、あるいはアレルギー対策についてお伺いをしたいと思

います。  

   もう今の時期からですね、食中毒というのが多くなってくるわけ

ですけれども。各自治体でも特に、給食等を抱えてるところはです

ね、この問題について、いろんな対策をしているというふうにも聞

きますし、それともう一つは、そのアレルギーですよね。これは季

節に関係ないわけですけれども。  

先般も、先生が、あやまって子供に、本来食べさせてならないも

のを食べさせたと。そういうことによって大きな事故につながって

いくというようなことがありましたが、そういったことについて、
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町としてどのような対策をとられているのか、お伺いをしたいと思

います。  

教育長（川井正一君）   

   私のほうから、まず食中毒対策についてお答え申し上げます。  

   学校給食の使命は、安全、安心な給食を提供することにあり、食

中毒の防止は最大の課題となっています。このため、厚生労働省の

大量調理施設衛生管理マニュアルや文部科学省の学校給食衛生管

理基準に基づき、衛生管理の徹底に努めておりますが、まず、給食

センターにおきます具体的な取り組みについて申し上げます。  

   先ほど申し上げましたマニュアルは、基準で定められた食材の取

扱いや調理方法はもとより、職員の健康管理や手洗い、消毒、掃除

の方法まで、事細かに徹底して実施をしております。また、給食を

食べる時間については、でき上がってから２時間以内と定められて

いますので、でき上がり時間についても考慮しながら調理作業を行

っています。  

   そして、学校への配送につきましても、配送車のコンテナの室内

温度が 15 度前後になれば、保冷剤を使用して、温度が適正に保た

れるよう配慮するなど、特に夏場は、温度管理を徹底しています。 

   次に、学校における取り組みについて、申し上げます。  

   毎朝８時過ぎに、業者から配送されてきます牛乳は、到着後冷蔵

庫に入れて保管しています。そして給食センターから配送された給

食は、学校用務員が受け取り、給食室で一時保管しますが、給食室

では、湿度、温度を記録するとともに、給食実施後には、給食室の

消毒を行うなど衛生管理の徹底に努めております。  

   また、給食係の児童・生徒は、手洗いを入念に行い、エプロン、

三角巾をつけて配膳するとともに、年間を通じて、全ての児童・生

徒に手洗いの徹底を指導しています。  

   このように、食中毒対策については取り組んでおりますが、職員

や児童・生徒の意識の向上も大変重要でありますので、衛生管理の

改善、充実に向けて、今後とも徹底して取り組んでまいりたいと考

えております。  

   次に、アレルギー対策についてお答えを申し上げます。食物アレ

ルギー対策につきましては、文部科学省の監修のもとに財団法人日

本学校保健会が取りまとめた「学校のアレルギー疾患に対する取り

組みガイドライン」に基づき、対応を行っております。  
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   まず、給食センターにおきましては、学校給食食物アレルギーに

よる除去食実施に関する要綱に基づき、食物アレルギーを有する児

童・生徒の保護者から、毎年度３学期に、医師の診断書を添えた除

去食受給承認申請書を学校を通じて提出していただき、除去食対象

の児童・生徒を決定しています。  

   次に、栄養士が月ごとの献立を作成した後、個別に除去が必要な

食品を明示したものを、それぞれの保護者に連絡し、確認印をもら

うこととしています。そして調理の際には、調理員が除去食の対応

確認を必ず行うとともに、除去食専用容器を入れる袋に栄養士が対

象者の名前のシールを添付することとしています。  

   このように、食物アレルギー対策は、原因食品の除去を原則とし

ていますが、場合によっては代替食や弁当の持参をお願いすること

もあります。現在の除去食対象者は、17 名ですが、除去食品は卵、

マヨネーズ、乳製品、エビ、カニなどとなっています。  

   次に、学校における対応について申し上げます。給食センターか

ら学校へ、月ごとに個人別除去食のメニューが送られてきますので、

それを養護教諭が確認した後、学級担任に配付しており、担任は前

もって除去食がある日を知ることができます。そして、個人名が記

載された除去食専用容器が入った袋が学校に到着した後、該当の児

童・生徒には、専用容器に入った状態で配り、基本的には、児童・

生徒が自分で専用容器から食器に移して食べるようにしています。 

   このように、食物アレルギー対策に取り組んでいますが、新聞報

道にもありましたように、間違ってアレルギー食品を摂取した場合

には、命にかかわる重大事にもなりますので、今後とも保護者、学

校、給食センターが十分連携しながら、安心、安全な学校給食を提

供するように務めてまいります。以上でございます。  

８番（松本正人君）  

   給食と言えば、病院も給食ですけれども。  

議長（永田耕朗君）  

   休憩します。  

 

   休憩  午後２時２分  

   再開  午後２時３分  

 

議長（永田耕朗君）  
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   休憩前に引き続き会議を開きます。  

病院事業副管理者兼事務局長（笹岡忠幸君）  

   お答えをいたします。病院におきます食中毒対策につきましては、

日ごろから万全を期するように取り組みを進めておるところでご

ざいます。これからも注意してやってまいります。  

８番（松本正人君）  

   現実にですね、事故が起きてますし、それから先ほど言いました

ガイドラインの話ですね、これも、現在、また見直しなんかもされ

ているようでございますので、注視しながらですね対策をとってい

ただきたいというふうに思います。  

   さらにはですね、これは市民からの運動で、アレルギーを持って

いるお子さんについてはですね、まぁ言うたら、こう、誰が見ても

わかるような名札といいますかね、こんなもんはいけませんよ、と

いうような、こんなものをつけて、それで、どこへ行っても大丈夫

なような策をとったりとか、いうようなこともあるようでございま

す。  

   私自身が、まだ研究不足というか、いう状況ですので、深くお聞

きするつもりはございませんけれども、万全の策をとっていただき

たいと申し上げたいと思います。  

   なお、土佐市でも事故があって、それに対して、あそこは独自に

マニュアルをつくったんじゃなかったですかね。まぁちょっとそこ

らへん確認せないかんですけれども。そういう報道もされておりま

すので、また参考にしていただければというふうに思います。  

   次に、税公共料金の滞納者に対する差し押さえの実態について、

ということですけれども、これも深くやるつもりはございません。

平成 11 年度の資料がありまして、各自治体で、この国保ですけれ

ども、国保滞納者の差し押さえについての資料を今、持っておりま

す。  

   佐川町では、平成 11 年度について、述べ件数で 26 件。述べ差し

押さえ金額として 215 万 4,518。１件相当が８万 2,866 というふう

になってます。加入世帯比率でいうと、1,086 という数字になって

ます。  

   これは、そんなに突出してどうのこうのということにはなってお

りません。突出してということではございませんけれども、ほかに

も金額的にかなり大きいところもあれば、件数もかなりあるところ
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もあるし、それから事情によってというところもあるかなというと

ころもあります。  

   例えば高知市は、県内で唯一、国保税じゃなくて国保料という考

え方でやっていますけれども、自治体が大きい割にはですね、この

11 年度でいうと、述べ件数８件。金額にして 140 万そこそこと、

こういうような形になってまして、大きい割には、非常に少ないと

いうふうに思いますけれども。これは時効がですね、国保料という

のは短いですし、差し押さえる前に時効がくるとか、いろんな理由

があるんじゃないかというふうに思いますけれども。  

要するに、今度から、その機構が、徴収の機構がかわったことに

よってですね、過度な徴収というものがあってはならないという点

で、お聞きをしたところです。その点について、どのようにお考え

なのか、課長さんにお伺いしたいと思います。  

収納管理課長（橋掛直馬君）  

   松本議員の御質問にお答えいたします。この４月から収納管理課

という課が新しくできまして、それぞれ４税プラス給食費等をです

ね、一括して、今、徴収しておるところなんですが。自治体が課税

している税とは、基本的にそれらが課税される理由、根拠が存在し

ます。すなわちそれだけの固定資産税を有しているとか、あるいは

諸税が課税されるだけの所得があるためです。  

   住民税に関しては、所得のあった次年度に課税が行われますが、

これは、例え次年度に収入が減っても、そのときにですね、課税が

あることは理解がされているはずですので、その支払いのために準

備をしておくというのは当然のことだと考えております。  

   また、そのように、24 年度はですね、納付がある程度順調に推移

しておりまして、この４月に一括して督促を出さしていただきまし

た。それで、順次、督促の手続きをとらしていただいてですね、説

得等をしまして、今、97.15％の納入が行われております。  

   その他、給食費、町営住宅家賃、水道料は、個人が消費し、住居

を利用しているためですので、それらからの料金等の支払い義務は

当然あります。しかし、今し方松本議員がおっしゃられたとおりで

すね、納税者の方々には、それぞれの滞納というか、そういうもの

が支払えることができない理由が多々あると思います。  

そういう場合はですね、納税者の方や、また家族の方等も含めま

してですね、病気がなかったか、けががあったのではないか、いう
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ようなこともこちらのほうから積極的に聞きまして、出費が多々あ

ったというような場合、その他また事業をされておりました、そう

いう事業がうまくいかないのではないかというようなことも、こち

らのほうから積極的にお聞きいたしまして、相談には乗るようにし

ております。  

また、他の人の保証人等になり、多額の債務を弁償しなければな

らないというような状況が陥ってくる場合もあります。そういう場

合は、こちらのほうにもお話しをしていただいて、耳を傾け、そう

いう方には、支払いの相談をしていただいて、支払い条件等を一緒

に検討しながら無理のないような支払いを対応させていただいて

おります。以上です。  

それとですね、ちょっと滞納の差し押さえの件を申し上げておき

ます。24 年度の滞納の処分はですね、預貯金等の差し押さえが 99

件。保険解約の請求権の行使が 11 件。不動産の差し押さえ７件。

給与差し押さえが４件。還付請求権が３件。合計 124 件です。23

年が 191 件でありましたが、ちょっと 24 年度は、少なくなってい

ます。  

最後にですね、滞納処分は法律により、次のように規定されてお

ります。  

国税徴収法、これは、この地方税法でも準用するようになってお

りまして、「国税徴収法の第 47条  次の各号の一に該当するときは、

徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差し押えなければなら

ない。１  滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状

を発した日から起算して十日を経過した日までに完納しないとき」

というふうに規定されております。以上です。  

８番（松本正人君）  

   先ほどの数字は、私が持ってる数字より新しい数字ですから、そ

れと、数字の出し方の違いもあると思いますので、また後で整合さ

せていただきたいというふうに思います。  

   それとですね、これはあんまり言よったら、時間がないなります

のでやめます。  

それでは、予定は５番目のですね、観光協会職員の人選のことに

ついて、お伺いをしたいと思います。  

   あと 10 分ということですので、上手にやりたいと思いますが。

まず、観光協会は、現在どういう立場にあるのか、お話もあったわ
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けですけれども、前段で。今、任意団体であるという認識でありま

すが、それでええのか。それから、公共性の高い団体というふうに

思いますが、どうか。  

   今度、条例が出ますから、聞かいでもわかりますけど。公益的法

人というふうに言ってますから。それから、観光協会の収入の主た

るところは何か、これについて、まずお答え願いたいと思います  

産業建設課長（渡辺公平君）  

   観光協会は、御案内のとおり、現在は任意団体でございます。８

月からの一般社団法人を認可を目指しておるところでございます。

そして、現在、収入源といたしましては、雇用対策事業、それから

県の補助制度、それから町からの業務の委託、それとまた町からの

指定管理制度による費用、そういったものを活用して予算を組まさ

していただいております。  

８番（松本正人君）  

   自分の都合で構えた何だけ読んだち、いかんぜよ。その聞いたこ

と答えてや。聞かいでもわかっちゅうわけですけれども。今議会で

条例案が出ますので、そこでは公益的法人に対してというふうに準

備するということですから、後に、いわゆる公益的法人になると、

こういう考えでええと思います。  

   そこでですね、佐川町の職員の採用は、一般にどういうふうにさ

れているか、御説明願います。  

総務課長（岡林護君）  

   お答え申し上げます。佐川町の一般の職員の採用につきましては、

まず、広報等でですね、公募するために広報、それから、もしくは

ホームページにおいて、お知らせをいたしまして、一定の採用条件、

ここで、ちょっと手元に資料がありませんので、事細かくは申し上

げませんが、年齢要件とかその他の要件を、一応要件づけをいたし

まして、募集するという形にいたしております。  

総務課長（岡林護君）  

   申しわけありません。急な質問でしたので、ちょっと頭の中が整

理できてませんでした。採用試験の内容、内容といいますか、一次

試験と二次試験に分かれてまして、まず一次試験では一般教養的な

試験。これは、前回、平成 24 年度にやった試験をもとにお話しし

ますけど、一般教養に関する試験、それからあと論文試験、それか

らあと職務の適正試験ですか、適性試験を課しまして、まず一次試
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験で、それから選考いたしまして、それから二次試験につきまして

は、面接試験と論文試験を行いまして、それで最終的にその中から

選考するという形態で行っております。  

８番（松本正人君）  

   それではですね、観光協会の職員の採用というのはどのようにあ

るべきというふうにお考えですか。  

産業建設課長（渡辺公平君）  

   観光協会のほうは、現在１名を採用してございますが、それにつ

いて御説明したいと思います。  

   職員の採用につきまして、去る３月 29 日の設立総会におきまし

て、会則、いわゆる定款ですが、それとか予算、役員の選任などの

６つの議案を承認いただきました。その後、理事会を開催し、職員

採用について協議をしていただき、満場一致で承認され採用となっ

たところでございます。そして、そのことを総会のほうで報告され

たものでございます。  

   この佐川観光協会の会則、いわゆる定款第 47 条に、正職員のこ

とですが、職員は、会長が理事会の承認を得て任命するというふう

に規定されてございます。  

   また、ちょっと古くなりますが、平成 23 年度佐川町では、雇用

対策事業を活用し、観光協会の設立に向けて、観光資源の掘り起こ

しと観光イベント支援等の業務を商工会へ委託し、商工会では、広

告ハローワークの公募、面接試験により１名を採用して、この業務

に当たらしております。  

   そして、この採用職員につきましては、商工会の花見事業とか文

殊祭、イルミネーション事業等で中心的に活動もされまして、さら

に顕著なところでは、くろがねの会のイベント企画、さらに、企画

屋本舗での「ぢちち」の加工品、観光商品の取り組みとかいうこと

で観光業務にかかわる、観光協会にかかわる業務を中心的にやって

いただきました。この大きな事例の中では、牧野富太郎弁当とか、

それから観光ガイド、これも、仁淀川の流域観光とかの積極的に対

応し、大きな成果を生み、またいわゆる観光協会の立ち上げの準備

的なことを大いに取り組んでいただいたところです。  

   こういったところが、観光協会が発足され、理事会の中で会則ど

おり職員採用について協議され、このようなことが大きく評価され、

将来は、観光協会の中心的な人物になるであろうというような大き
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な期待を持って理事会において満場一致で承認されて採用された

という経過がございます。  

８番（松本正人君）  

   佐川町で、臨時職員を雇ったりしてますよね。で、その方を本職

に迎えるときに、試験はありますか。  

総務課長（岡林護君）  

   お答え申し上げます。もちろん、臨時職員で来られていた方が、

正規の採用試験を受けるときは、当然、同様の正規の採用試験を受

けてから受けるということになっております。  

８番（松本正人君）  

   法的には問題ないかどうかというのは、私は知りませんし、多分

ないんであろうというふうに思いますけれども。しかしですね、や

っぱり公益的法人ということで、基本的には誰が見てもですね、な

んぼ、一般財団法人がどうのこうのと言ったって、町民はですね、

あそこは役場の一部というふうに見るんじゃないですか。そしたら、

その職員の採用についてはですね、当然公募があって、そして公平

な判断のもとにおいてよね、採用が決まるというふうに考えるのが

普通ではないかというふうに思います。  

   今、雇われちゅう方がですね、ええとか悪いとかいう話をしてる

んじゃないですよ。誤解されたら困りますけれども。けれども、町

民の方からもね、そのことについて疑問の声をいただきまして、私

も、それに対して反論はできません。ですから、このような採用の

仕方というのはよね、問題があるんじゃないかというふうに思いま

すけれども、問題があるということを町が言うて、それでどうなる

のかというのは、ようわかりませんけれどもよね。  

けれども、それなりに、町の基本的に、先ほどもどこから収入が

あるぜよ、と言うたら、町のお金で運営するんでしょう、結局は。

要するに。だから、一般的には、町職員と、僕は変わらないという

ふうに思います。  

３月の議会でも聞きましたけれども、給与体系等については町職

員に準ずると、こういうような答弁であったというふうに記憶して

おりますが。その点について、町長、どういうふうにお考えですか。  

町長（榎並谷哲夫君）  

   お答えいたします。先ほど来、議論がいただいております。この

観光協会というのは、これは、ここで、いろいろと議論をさしてい
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ただいておりますけども、どうしても将来、佐川町でどうしても必

要な機関であるというふうな認識を持ちまして、それの準備に、随

分と時間がかかったわけでございますけども、おかげで、ことし４

月から、まだ現在のところは任意団体といえ、出発をさしていただ

きました。  

   そのときの職員の配置等について、松本議員から、これはちょっ

と違法じゃないかというような御指摘がございましたけども、今、

担当課長から御説明したような経過でございまして、やはりそこに

ふさわしい人員であるかどうかという判断を、まず、して、その個

人ありきじゃなくて、やはり将来、公的な機関、なおさら公的な機

関であるからこそ、やっぱりその適切な人員であるべきだというこ

とを総合的に判断をして、最終的には御案内のように、４月１日に

発足した観光協会のほうで採用していただいたということでござ

いまして、先ほど松本議員からも違法性という話がございましたけ

ども、やはりこの組織そのものは、まず人が動かしていくというこ

とですから、職員の採用については、それ相当のやっぱり人物を充

てるのが組織としての、まず責務ではないかというに考えておりま

す。経緯はございます。先ほど申しましたように商工会へ、まず採

用していただいたということから、スタートをしてございまして、

観光協会としては、将来担うのにふさわしい人物であるというふう

に判断をしていただいたというふうに私は認識をいたしておりま

す。  

８番（松本正人君）  

   何度も申しますけれども、私、今雇ってる方のことをどうのこう

のと言ってるわけではございません。しかしね、町民の感覚として

はね、何が言いたいかと言うたら、そのやり方が非常にずさん。そ

れと私物化に感じてるわけですよ。町民の金でやることを私物化し

てないかと。こういうことをね、町民はね、直接言わいでも言いた

いんですよ。そのことを、もうちょっとね、認識していただきたい。

非常にずさんに感じるというふうに思います。  

   そのずさんな部分で言いますとですよね、例えば、職員がですね、

町民や部下にですね、まぁ言うたら、いわゆる道義に外れた行為を

した場合、こういうときは、どういうふうにせないかんというふう

に法律でなってますか。  

町長（榎並谷哲夫君）  
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   職員が、いわゆる法に反するような行為があったときには、法律

では、それなりの処罰をしなければならないというふうな公務員法

には載ってございます。  

８番（松本正人君）  

   これはね、地公法の第 29 条３によって、全体の奉仕者たるにふ

さわしくない非行のあった場合、非行というのは道義に外れた行為

ということですけれども、こういったときに、地公法 29 条の第４

項で、まぁ言うたら、条例によって、それを判断する機関をつくれ

ということで、職員懲戒委員会というのを設けなくてはならないよ

うになってます。  

   この職員懲戒委員会というのはですね、委員長を副町長、それか

ら副委員長を総務課長という形でやらないかんというふうになっ

てますけれども、こういうような事実があった場合はですね、すぐ

に、この懲戒委員会を開いて、どう処分するか、これがそれに該当

するかどうかというのを判断する、そういう会を開かないかんよう

になってますけれども、実際に、そのような事件があったというふ

うに私は聞いておりますけれども、それについて、どのような処理

をされたのか、お伺いをしたいと思います。  

町長（榎並谷哲夫君）  

   お答えいたします。確かに、法にはそういうふうな形で記載され

ておりまして、その委員会が、私の記憶では開かれたという経過は

ございません。それに該当する事象があったかどうかということで

ございますけども、これは、４年前にさかのぼりまして、若干職員

の中で、そういう事故が、起こしたと。そのときの状況だというに

私、判断してお答えをさしていただいておりますけども。そのとき

には、きちっと示談も当事者と交わして、円満に解決したという判

断をいたしまして、そのときには、職員には、厳重に私のほうから

注意をして現在に至っております。至っておりまして、その懲戒委

員会を開いた経過はございません。  

議長（永田耕朗君）  

   この問題、通告外ではないかと思いますが。  

８番（松本正人君）  

   通告外ということは、よく知っております。  

休憩してください。  

議長（永田耕朗君）  
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   休憩します。  

 

   休憩  午後２時 28 分  

   再開  午後２時 29 分  

 

議長（永田耕朗君）  

   休憩前に引き続き会議を開きます。  

８番（松本正人君）  

   私の質問は、これで終わります。  

議長（永田耕朗君）  

   以上で、８番松本正人君の一般質問を終わります。  

   これで、今定例会に通告がありました全ての一般質問を終了しま

す。  

   日程第２、常任委員会審査報告について、を議題とします。  

   産業厚生常任委員長の報告を願います。  

   （「休憩願います」の声あり）  

議長（永田耕朗君）  

   休憩します。  

 

   休憩  午後２時 30 分  

   再開  午後２時 31 分  

 

議長（永田耕朗君）  

   休憩前に引き続き会議を開きます。  

産業厚生常任委員長（松本正人君）  

   （以下、「産業厚生常任委員会審査報告書」朗読）  

   以上でございます。  

議長（永田耕朗君）  

   これから質疑を行います。  

   質疑はありませんか。  

   （「なし」の声あり）  

   質疑なしと認めます。  

   これで質疑を終わります。  

   これから討論を行います。  

   委員長の報告は採択です。  
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まず、原案に反対者の発言を許します。  

（「なし」の声あり）  

次に、原案に賛成者の発言を許します。  

１番（森正彦君）  

   １番議員森正彦、受理番号 12 号の子ども・子育て支援新制度の

見直しを求める意見書提出を求める陳情に、賛成の立場で討論に参

加させていただきます。  

   2015 年４月１日から施行されるこの制度は、都会の待機児童解

消を目指したものであり、その内容は、現行の保育制度では、国と

自治体の公的責任、最低基準の遵守、公費による財源確保を制度の

柱として、子供たちの保育を受ける権利を保障しています。  

   この現行の制度と比較すると、新制度は、行政の保育責任を後退

させ、子供が受ける保育に格差が生じる懸念があります。例えば、

保育料について、３歳未満は預かり時間に応じて負担、３歳以上は

標準時間まで定額、超過時間については長さに応じて負担、となっ

ています。  

   この時間と保育料について、家庭によっては、経済的な理由で、

保育の途中で帰る子供も出てくる可能性もあり、そのことにより一

体的な保育に支障が出る可能性もあります。また、私立保育所には、

柔軟な価格設定を認めていますし、地域別に単価を設定することも

できます。保育料が安くなる場合もあるし、高くなる場合もありま

す。安くなっても質が低下するとなれば問題です。質の高い保育を

すれば、保育料を高く設定することも可能です。  

要するに、この新制度は、まだ十分練られてなく、子供の保育に

格差が生じること、また、質の低下や一体となった保育の実践、実

施が懸念されています。現在、政令や省令で内容を検討中であると

いうことですから、子ども・子育て支援新制度は、十分検討し、意

見書にある６項目を強く要望して、私たち佐川町の全ての子供と、

その保護者が安心して保育を受けられるよう、国の制度の見直しを

求める陳情の採択に賛成します。  

議長（永田耕朗君）  

   ほかに討論はありませんか。  

   （「なし」の声あり）  

   これで討論を終わります。  

   これから採決を行います。  
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   この陳情に対する委員長の報告は採択です。  

   この陳情について、委員長の報告のとおり決定することに賛成の

方の挙手を求めます。  

   賛成少数。  

   したがって、受理番号 12、子ども・子育て支援新制度の見直しを

求める意見書提出を求める陳情は不採択とすることに決定しまし

た。  

   以上で、本日の日程は、全部終了しました。  

   次の会議を 13 日の午前９時とします。  

   本日は、これで散会します。  

 

   散会  午後２時 37 分    

 


